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富山県地域防災計画（原子力災害編）再改定案 新旧対照表 

旧 新 備考 
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富山県地域防災計画（原子力災害編）再改定案（第１章） 新旧対照表 

旧 新 備考 

第１章 総 則 第１章 総 則  

第１節 目的 第１節 目的  

（略） （略）  

第２節 計画の性格 第２節 計画の性格  

 （略）  （略）  

第３節 計画の周知徹底 第３節 計画の周知徹底  

（略） （略）  

第４節 計画の基礎とするべき災害の想定 第４節 計画の基礎とするべき災害の想定  

 （略）  （略）  

第５節 緊急事態における防護措置実施の基本的考え方 第５節 緊急事態における防護措置実施の基本的考え方  

第１ 緊急事態の段階 第１ 緊急事態の段階  

（略） （略）  

第２ 緊急事態初期対応段階における防護措置の考え方 第２ 緊急事態初期対応段階における防護措置の考え方  

１ 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（Emergency Action Level。

以下「ＥＡＬ」という。） 

１ 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（Emergency Action Level。

以下「ＥＡＬ」という。） 

 

（１）基本的な考え方 （１）基本的な考え方  

（略） （略）  

 ア 警戒事態  ア 警戒事態  

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のも

のではないが、発電所における異常事象の発生又はそのおそれがある

ため、情報収集や、災害時要援護者等の避難など時間を要する防護措

置の準備を開始する必要がある段階である。 

 

その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のも

のではないが、発電所における異常事象の発生又はそのおそれがある

ため、情報収集や、緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線

の異常な放出又はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モニ

タリングをいう。以下同じ。）の準備、施設敷地緊急事態要避難者（避

 

 

指針改定 
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旧 新 備考 

 

 

 

 

 

 

この段階では、北陸電力は、警戒事態に該当する事象の発生及び発

電所の状況について直ちに国に通報しなければならない。国は、北陸

電力の情報を基に警戒事態の発生の確認を行い、遅滞なく県、志賀原

発立地県である石川県等の地方公共団体及び公衆等に対する情報提

供を行わなければならない。国、石川県、志賀町等発電所の近傍のＰ

ＡＺ（第６節第１、１で述べるＰＡＺをいう。以下同じ。）内におい

て、実施により比較的時間を要する防護措置の準備に着手しなければ

ならない。 

難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リ

スクの高まらない要配慮者（高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦、傷病者、入院患者等をいう。以下同じ。）等）、安定ヨウ素剤（医

薬品ヨウ化カリウム（丸薬、内服薬）を指す。以下同じ。）を事前配

布されていない者及び安定ヨウ素剤の不適切な者のうち、施設敷地緊

急事態において早期の避難等の防護措置の実施の必要な者をいう。以

下同じ。）の避難等の時間を要する防護措置の準備を開始する必要が

ある段階である。 

この段階では、北陸電力は、警戒事態に該当する事象の発生及び発

電所の状況について直ちに国に通報しなければならない。国は、北陸

電力の情報を基に警戒事態の発生の確認を行い、遅滞なく県、志賀原

発立地県である石川県等の地方公共団体及び公衆等に対する情報提

供を行わなければならない。国、石川県、志賀町等発電所の近傍のＰ

ＡＺ（第６節第１、１で述べるＰＡＺをいう。以下同じ。）内におい

て、実施により比較的時間を要する防護措置の準備に着手しなければ

ならない。 

 

防災基本計

画改定 

 イ 施設敷地緊急事態  イ 施設敷地緊急事態  

施設敷地緊急事態は、発電所において公衆に放射線による影響をも

たらす可能性のある事象が生じたため、発電所周辺において緊急時に

備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階であ

る。 

この段階では、北陸電力は、施設敷地緊急事態に該当する事象の発

生及び施設の状況について直ちに国、県、立地県である石川県、氷見

市等に通報しなければならない。国は、施設敷地緊急事態の発生の確

施設敷地緊急事態は、発電所において公衆に放射線による影響をも

たらす可能性のある事象が生じたため、発電所周辺において緊急時に

備えた避難等の主な防護措置の準備を開始する必要がある段階であ

る。 

この段階では、北陸電力は、施設敷地緊急事態に該当する事象の発

生及び施設の状況について直ちに国、県、立地県である石川県、氷見

市等に通報しなければならない。国は、施設敷地緊急事態の発生の確
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旧 新 備考 

認を行い、遅滞なく県、石川県、氷見市等の地方公共団体及び公衆に

対する情報提供を行わなければならない。国、県、石川県、氷見市等

は、緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又

はそのおそれがある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。

以下同じ。）の実施等により事態の進展を把握するため情報収集の強

化を行うとともに、立地県である石川県が中心となって、主にＰＡＺ

内において、基本的にすべての住民等を対象とした避難等の予防的防

護措置を準備しなければならない。 

認を行い、遅滞なく県、石川県、氷見市等の地方公共団体及び公衆に

対する情報提供を行わなければならない。国、県、石川県、氷見市等

は、緊急時モニタリング                     

                                 

      の実施等により事態の進展を把握するため情報収集の強

化を行うとともに、立地県である石川県が中心となって、主にＰＡＺ

内において、基本的にすべての住民等を対象とした避難等の予防的防

護措置を準備し、また、施設敷地緊急事態要避難者を対象とした避難

を実施しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

指針改定 

（２）具体的な基準 （２）具体的な基準  

 これらの緊急事態区分に該当する状況であるか否かを原子力事業

者が判断するための基準として、発電所における深層防護を構成する

各層設備の状態、放射性物質の閉じ込め機能の状態、外的事象の発生

等の発電所の状態等で評価する緊急時活動レベル（ＥＡＬ）を設定す

る。 

ＥＡＬは、各原子力施設に固有の特性に応じて設定される必要があ

り、ＥＡＬの設定に係る詳細な検討を今後、原子力規制委員会が行う

が、当面、緊急事態区分を判断する基準として、従前より原災法等に

基づき運用している施設の状態等を適用するとされている。具体的な

緊急事態区分と当面のＥＡＬの内容は次表に掲載する。 

今後、原子力規制委員会は、北陸電力を含めた原子力事業者に対し

て実用発電用原子炉の標準的なＥＡＬの設定及びその提出を求め、標

準的なＥＡＬに基づき、次表を改定する。北陸電力は、次表の緊急事

態区分に従い、発電所の特性及び立地地域の状況に応じたＥＡＬの更

 これらの緊急事態区分に該当する状況であるか否かを原子力事業

者が判断するための基準として、発電所における深層防護を構成する

各層設備の状態、放射性物質の閉じ込め機能の状態、外的事象の発生

等の発電所の状態等で評価する緊急時活動レベル（ＥＡＬ）を設定す

る。 

各発電用原子炉の特性及び立地地域の状況に応じたＥＡＬの設定

については、原子力規制委員会が示すＥＡＬの枠組みに基づき原子力

事業者が行うこととされており、北陸電力の原子力事業者防災業務計

画を踏まえたＥＡＬは下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年

12月に事

業者防災業

務計画提出 
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旧 新 備考 

なる詳細設定を検討し、その結果を原子力事業者防災業務計画に反映

して原子力規制委員会に届け出なければならないとされている。原子

力規制委員会は、必要に応じて原子力事業者防災業務計画の作成又は

修正を命ずることができる。 

 

緊急事態区分とＥＡＬについて 

 現行の原災法等における基準を採用し

た当面のＥＡＬ 

緊急事態区分にお

ける措置の概要 

 

 

 

 

 

緊

急

事

態

区

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警

戒

事

態 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会初動マニュアル中の特別

警戒事象を採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制構築や情報

収集を行い、住

民防護のための

準備を開始す

る。 

緊急事態区分とＥＡＬについて 

警戒事態を判断するＥＡＬ 緊急事態区分にお

ける措置の概要 

①原子炉の運転中に原子炉緊急停止系作動回路

の１チャンネルから原子炉停止信号が発信さ

れ、その状態が一定時間継続された場合におい

て、当該原子炉停止信号が発信された原因を特

定できない場合。 

②原子炉の運転中に保安規定で定められた数値

を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定め

られた時間内に定められた措置を実施できな

い場合。 

③原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水

機能が喪失した場合。 

④原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉

から熱を除去する機能が喪失した場合におい

て、当該原子炉から残留熱を除去する機能の一

部が喪失した場合。 

⑤全ての非常用交流母線からの電気の供給が１

系統のみとなった場合で当該母線への電気の

体制構築や情報

収集を行い、住民

防護のための準

備を開始する。 

 

 

 

事業者防災

業務計画改

定 
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旧 新 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊

急

事

態

区

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警

戒

事

態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給が１つの電源のみとなり、その状態が 15

分以上継続すること、又は外部電源喪失が３時

間以上継続した場合。 

⑥原子炉の停止中に当該原子炉圧力容器内の水

位が水位低設定値まで低下した場合（原子炉圧

力容器内に照射済燃料集合体が存在しない場

合を除く）。 

⑦使用済燃料貯蔵プールの水位が一定の水位ま

で低下した場合。 

⑧中央制御室その他の箇所からの原子炉の運転

や制御に影響を及ぼす可能性が生じた場合。 

⑨原子力事業所内の通信のための設備又は原子

力事業所内と原子力事業所外との通信のため

の設備の一部の機能が喪失した場合。 

⑩重要区域において、火災又は溢水が発生し、命

令第２条第２項第８号に規定する安全上重要

な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」

という。）の機能の一部が喪失するおそれがあ

る場合。 

⑪燃料被覆管障壁もしくは原子炉冷却系障壁が

喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管

障壁もしくは原子炉冷却系障壁が喪失した場

合（原子炉圧力容器内に照射済燃料集合体が存

在しない場合を除く）。 
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旧 新 備考 

  

警

戒

事

態 

①発電所立地県である石川県において、震

度６弱以上の地震が発生した場合 

②石川県において、大津波警報が発令され

た場合 

③原子力規制庁の審議官又は原子力防災

課事故対処室長が警戒を必要と認める

原子炉施設の重要な故障等※１ 

④その他原子力規制委員長が原子力規制

委員会原子力事故警戒本部の設置が必

要と判断した場合 

 

緊

急

事

態

区

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

敷

地

緊

急

事

態 

 

原災法10条の通報すべき基準を採用（一部

事象については、全面緊急事態に変更） 

①原子炉冷却材の漏えい 

②給水機能が喪失した場合の高圧注水系

の非常用炉心冷却装置の不作動 

③蒸気発生器へのすべての給水機能の喪失 

④原子炉から主復水器により熱を除去す

る機能が喪失した場合の残留熱除去機

能喪失 

⑤全交流電源喪失（５分以上継続） 

⑥非常用直流母線が一となった場合の直

流母線に電気を供給する電源が一とな

る状態が５分以上継続 

ＰＡＺ内の住民

等の避難準備、

及び早期に実施

が必要な住民避

難等の防護措置

を行う。 

⑫発電所立地県である石川県において、震度６弱

以上の地震が発生した場合。 

⑬石川県において、大津波警報が発令された場

合。 

⑭オンサイト統括補佐が警戒を必要と認める当

該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 

⑮その他原子炉施設以外に起因する事象が原子

炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認

知した場合など委員長又は委員長代行が警戒

本部の設置が必要と判断した場合。 

 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 緊急事態区分にお

ける措置の概要 

１敷地境界での放射線量 

①モニタリングポストの１つ又は２つ以上において、

５μSv/h以上のガンマ線の放射線量が検出された場

合（ただし、落雷時の検出又は排気筒モニタ及びエ

リアモニタリング設備並びにそれぞれの検出された

数値に異常が認められない場合であって５μSv/h以

上となっている原因を直ちに原子力規制委員会に報

告する場合は除く）。 

②全てのモニタリングポストのガンマ線の放射線量が

５μSv/hを下回っている場合において、モニタリン

グポストの１つ又は２つ以上について、ガンマ線の

ＰＡＺ内の住民

等の避難準備、及

び早期に実施が

必要な住民避難

等の防護措置を

行う。 
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緊

急

事
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分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

敷

地

緊

急

事

態 

 

 

 

 

 

⑦原子炉停止中に原子炉容器内の水位が

非常用炉心冷却装置が作動する水位ま

で低下 

⑧原子炉停止中に原子炉を冷却するすべ

ての機能が喪失 

⑨原子炉制御室の使用不能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線量が１μSv/h以上である場合は、モニタリン

グポストのガンマ線の放射線量と可搬式測定器によ

る中性子線の放射線量とを合計し、５μSv/h以上と

なった場合モニタリングポストの１つ又は２つ以上

において５μSv/h以上のガンマ線の放射線量が検出

された場合（ただし、落雷時の検出又は排気塔モニ

タ及びエリアモニタリング設備並びにそれぞれの検

出された数値に異常が見られない場合であって５μ

Sv/h以上となっている場合を直ちに原子力規制委員

会に報告する場合を除く）。 

２．通常放出部分での放射性物質の放出 

・発電所に起因する放射性物質の濃度が敷地等境界付

近に達した場合に５μSv/h以上の放射線量に相当す

る放射性物質（規則第５条で定められた基準以上の

放射性物質）が、排気筒、排水口その他これらに類

する場所において10分間以上継続して検出された

場合。 

３．火災爆発等による放射線又は放射性物質の放出 

・管理区域外の場所（排気筒、排水口その他これらに

類する場所を除く。）において、火災、爆発その他

これらに類する事象の発生の際に、50μSv/h以上の

放射線量が10分間以上継続して検出された場合、又

は５μSv/hの放射線量に相当する放射性物質（規則

第６条で定められた基準以上の放射性物質）が検出
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緊

急
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分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施

設

敷

地

緊

急

事

態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

された場合。 

なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状

況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困

難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放

射線量の水準又は放射性物質の濃度の水準が検出さ

れる蓋然性が高い場合には、当該放射線量又は放射

性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。 

４．事業所外運搬での放射線又は放射性物質の放出 

① 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際

に、事業所外運搬に使用する容器から１ｍ離れた場

所において、100μSv/h以上の放射線量が検出され

た場合。なお、火災、爆発その他これらに類する事

象の状況により放射線量の測定が困難である場合で

あって、その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が

検出される蓋然性が高い場合には、当該放射線量の

水準が検出されたものとみなす。 

② 火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際

に、事業所外運搬に使用する容器から放射性物質が

漏えいした場合又は漏えいの蓋然性が高い状態であ

る場合（L型､  IP-1型を除く）。 

５．原子力緊急事態に至る可能性のある事象 

・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要

とする原子炉冷却材漏えいが発生したことその他原

子炉の運転等のための施設又は事業所外運搬に使用
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する容器の特性ごとに原子力緊急事態に至る可能性

のある事象。 

①冷却材の漏えい 

・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要

とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合。 

②給水機能の喪失 

・原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が

喪失した場合において、全ての非常用の炉心冷却装

置（当該原子炉へ高圧で注水する系に限る。）によ

る注水ができない場合。 

③原子炉格納容器機能の異常 

・原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時

間にわたって通常の運転及び停止中において想定さ

れる上昇率を超えた場合（原子炉圧力容器内に照射

済燃料集合体が存在しない場合を除く）。 

④残留熱除去機能の喪失 

・原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱

を除去する機能が喪失した場合において、当該原子

炉から残留熱を除去する全ての機能が喪失した場

合。 

⑤交流電源喪失 

・全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、

その状態が30分以上（原子炉及びその附属施設に設

ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設
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の位置、構造及び設備の基準に関する規則第５７条

第１項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則第72条第１項の基準に適合し

ない場合には、５分以上）継続した場合。 

⑥直流電源喪失 

・非常用直流母線が１となった場合において、当該直

流母線に電気を供給する電源が１となる状態が５分

以上継続した場合 

⑦停止中の原子炉に関する異常 

・原子炉の停止中に原子炉圧力容器内の水位が非常用

炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限

る。）が作動する水位まで低下した場合（原子炉圧

力容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除

く）。 

⑧使用済燃料貯蔵プールに関する異常 

・使用済燃料貯蔵プールの水位を維持できないこと又

は当該貯蔵プールの水位を維持できていないおそれ

がある場合において、当該貯蔵プールの水位を測定

できない場合。 

⑨中央制御室に関する異常 

・中央制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が

生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プ

ールに異常が発生した場合において、中央制御室に

設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは
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原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部

が喪失した場合。 

⑩事業所内通信設備又は外部への通信設備 

・原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業

所内と原子力事業所外との通信のための設備の全て

の機能が喪失した場合。 

⑪火災又は溢水の発生 

・火災又は溢水が発生し、命令第２条第２項第８号に

規定する安全機器等の機能の一部が喪失した場合。 

⑫原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用 

・原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷

が発生していない場合において、炉心の損傷を防止

するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用し

た場合。 

⑬障壁の喪失 

・燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷

却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆

管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれ

があること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉

冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において

原子炉格納容器の障壁が喪失した場合（原子炉圧力

容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除

く）。 

⑭外的な事象による原子力施設への影響 
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原災法15条の原子力緊急事態宣言の基準を

採用（一部事象については、原災法10条よ

り変更） 

①原子炉の非常停止が必要な場合におい

て、通常の中性子の吸収材により原子炉

を停止することができない 

②原子炉の非常停止が必要な場合におい

て、原子炉を停止する全ての機能が喪失 

ＰＡＺ内の住民

避難等の住民防

護措置を行うと

ともに、ＵＰＺ、

及び必要に応じ

てそれ以遠の周

辺地域におい

て、放射性物質

・その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設

に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は

放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出され

るおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急

事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の

実施を開始する必要がある事象が発生した場合。 

⑰原子炉外臨界 

・原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体

の内部を除く。）において、核燃料物質の形状によ

る管理、質量による管理その他の方法による管理が

損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が

高い状態にある場合。 

 

 

全面緊急事態を判断するＥＡＬ 緊急事態区分にお

ける措置の概要 

１．敷地境界での放射線量 

・モニタリングポストの１つにおいて、５μSv/h以上

のガンマ線の放射線量が10分間以上継続して検出

された場合、又は２つ以上において、５μSv/h以上

のガンマ線の放射線量が検出された場合（ただし、

落雷時の検出又は排気筒モニタ及びエリアモニタリ

ング設備並びにそれぞれの検出された数値に異常が

認められない場合であって５μSv/h以上となってい

ＰＡＺ内の住民

避難等の住民防

護措置を行うと

ともに、ＵＰＺ、

及び必要に応じ

てそれ以遠の周

辺地域において、

放射性物質放出
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③全ての非常用炉心冷却装置による当該

原子炉への注水不能 

④原子炉格納容器内圧力が設計上の最高

使用圧力に到達 

⑤原子炉から残留熱を除去する機能が喪

失した場合に、原子炉格納容器の圧力抑

制機能が喪失 

⑥原子炉を冷却する全ての機能が喪失 

⑦全ての非常用直流電源喪失が５分以上

継続 

⑧炉心の溶融を示す放射線量又は温度の

検知 

⑨原子炉容器内の照射済み燃料集合体の

露出を示す原子炉容器内の液位の変化

その他の事象の検知 

⑩残留熱を除去する機能が喪失する水位

まで低下した状態が１時間以上継続 

 

放出後の防護措

置実施に備えた

準備を開始す

る。放射性物質

放出後は、計測

される空間放射

線量率などに基

づく防護措置を

実施する。 

※１ 想定される具体例は次のとおり。 

・非常用母線への交流電源が１系統（たとえば、原子炉の運転中にお

いて、受電している非常用高圧母線への交流電源の供給が１つの電

源）になった場合 

・原子炉の運転中に非常用直流電源が 1 系統になった場合 

・１次冷却材中の放射性ヨウ素濃度が所定の値を超えた場合 

る原因を直ちに原子力規制委員会に報告する場合は

除く）。 

２．通常放出部での放射性物質の放出 

・発電所に起因する放射性物質の濃度が敷地等境界付

近に達した場合に５μSv/h以上に相当する放射性物

質（規則第５条で定められた基準以上の放射性物質）

が、排気筒、排水口その他これらに類する場所にお

いて10分間以上継続して検出された場合。 

３．火災爆発等による放射線又は放射性物質の放出 

・管理区域外の場所（排気筒、排水口その他これらに

類する場所を除く。）において、火災、爆発その他

これらに類する事象の発生の際に、５mSv/h以上の

放射線量が10分間以上継続して検出された場合、又

は500μSv/h以上の放射線量に相当する放射性物質

（規則第６条で定められた基準に100を乗じたもの

以上の放射性物質）が検出された場合。 

なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状

況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困

難である場合であって、その状況に鑑み、上記の放

射線量の水準又は放射性物質の濃度の水準が検出さ

れる蓋然性が高い場合には、当該放射線量又は放射

性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。 

４．事業所外運搬での放射線又は放射性物質の放出 

①火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、

後の防護措置実

施に備えた準備

を開始する。放射

性物質放出後は、

計測される空間

放射線量率など

に基づく防護措

置を実施する。 
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・原子炉水位有効燃料長上端未満 

・自然災害により以下の状況となった場合 

－プラントの設計基準を超える事象 

－長期間にわたり原子力施設への侵入が困難になる事象 

※２ 落雷及び明らかに当該原子力施設以外の施設による放射性物質の

影響がある場合は除く。 

事業所外運搬に使用する容器から１ｍ離れた場所に

おいて、10mSv/h以上の放射線量が検出された場合。

なお、火災、爆発その他これらに類する事象の状況

により放射線量の測定が困難である場合であって、

その状況に鑑み、上記の放射線量の水準が検出され

る蓋然性が高い場合には、当該放射線量の水準が検

出されたものとみなす。 

②火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、

事業所外運搬に使用する容器から省令第４条に定め

られた量の放射性物質が漏えいした場合又は漏えい

の蓋然性が高い状態である場合（IP型を除く）。 

５．原子力緊急事態の発生を示す事象 

・原子炉の運転を通常の中性子の吸収材の挿入により

停止することができないことその他の原子炉運転等

のための施設又は事業所外運搬に使用する容器の特

性ごとに原子力緊急事態の発生を示す事象。 

①原子炉停止機能の異常 

・原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の

挿入により原子炉を停止することができないこと又

は停止したことを確認することができない場合。 

②冷却材の漏えい 

・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要

とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合におい

て、全ての非常用の炉心冷却装置による当該原子炉
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への注水ができない場合。 

③給水機能の喪失 

・原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が

喪失した場合において、全ての非常用の炉心冷却装

置による当該原子炉への注水ができない場合。 

④原子炉格納容器機能の異常 

・原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の

設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達した場

合（原子炉圧力容器内に照射済燃料集合体が存在し

ない場合を除く）。 

⑤残留熱除去機能喪失 

・原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱

を除去する機能が喪失した場合において、当該原子

炉から残留熱を除去する全ての機能が喪失したとき

に、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失した場合。 

⑥交流電源喪失 

・全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、

その状態が１時間以上（原子炉施設に設ける電源設

備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則第57条第１項及び

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則第72条第１項の基準に適合しない場合に

は、30分以上）継続した場合。 

⑦直流電源喪失 
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・全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、

かつ、その状態が５分以上継続した場合。 

⑧炉心損傷の検出 

・炉心の損傷を示す原子炉格納容器内の放射線量を検

知した場合。 

⑨停止中の原子炉に関する異常 

・原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心

冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。）

が作動する水位まで低下し、当該非常用炉心冷却装

置が作動しない場合（原子炉圧力容器内に照射済燃

料集合体が存在しない場合を除く）。 

⑩使用済燃料貯蔵プールに関する異常 

・使用済燃料貯蔵プールの水位が照射済燃料集合体の

頂部から上方２メートルの水位まで低下すること、

又は当該水位まで低下しているおそれがある場合に

おいて、当該貯蔵プールの水位を測定できない場合。 

⑪中央制御室に関する異常 

・中央制御室が使用できなくなることにより、中央制

御室からの原子炉を停止する機能及び冷温停止状態

を維持する機能が喪失すること又は原子炉施設に異

常が発生した場合において、中央制御室に設置する

原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施

設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失し

た場合。 



- 17 - 

旧 新 備考 

⑫障壁の喪失 

・燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失し

た場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失する

おそれがある場合（原子炉圧力容器内に照射済燃料

集合体が存在しない場合を除く）。 

⑬外的な事象による原子力施設への影響 

・その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設

に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常

な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出され

るおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を

開始する必要がある事象が発生した場合。 

⑭原子炉外臨界 

・原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体

の内部を除く。）において、核燃料物質が臨界状態

（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をい

う。）にある場合。 

 

 ※規則：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報

すべき事象等に関する規則 

 ※命令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべ

き原子力事業者防災業務計画等に関する命令 

 ※省令：原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報

すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令 
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２ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ） ２ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）  

（略） （略）  

第６節 原子力防災対策を重点的に充実すべき区域 第６節 原子力防災対策を重点的に充実すべき区域  

第１ 原子力災害対策指針において示される原子力災害対策重点

区域 

第１ 原子力災害対策指針において示される原子力災害対策重点

区域 

 

  原子力災害対策指針を踏まえ、本県において、緊急時防護措置を準

備する区域（ＵＰＺ）は、発電所から概ね半径３０ｋｍの圏内とする。

この対象区域には、氷見市の一部が含まれるが、行政区画、地形条件

等を考慮のうえ、具体的な範囲を定める。 

なお、原子力規制委員会がＵＰＺ設定の参考とするため実施した

MACCS2による試算では、発電所については、ＩＡＥＡの避難の線量

基準とされる 100ミリシーベルトの範囲が最大で 19kmであり、富山

県までは到達していない。ただ、このＭＡＣＣＳ２の試算では、地形

情報や風向・風速等の気象条件の設定に課題があることから、こうし

た条件を加味した SPEEDIによる試算を行うこととしており、この試

算結果について防災会議に報告し、必要があれば、ＵＰＺの区域につ

いて検討する。 

また、氷見市以外の市町村（以下「その他の市町村」という。）に

おいても、必要に応じ、避難者の受入れをはじめとした原子力防災対

策を実施することとなるため、各市町村における住民への情報伝達、

避難者の受入れ等に係る対策を検討する。 

   原子力災害対策指針を踏まえ、本県において、緊急時防護措置を

準備する区域（ＵＰＺ）は、発電所から概ね半径３０ｋｍの圏内とす

る。この対象区域には、氷見市の一部が含まれるが、行政区画、地形

条件等を考慮のうえ、具体的な範囲を定める。 

なお、原子力規制委員会がＵＰＺ設定の参考とするため実施した

MACCS2による試算では、発電所については、ＩＡＥＡの避難の線量

基準とされる 100ミリシーベルトの範囲が最大で 19kmであり、富山

県までは到達していない。ただ、このＭＡＣＣＳ２の試算では、地形

情報や風向・風速等の気象条件の設定に課題があることから、こうし

た条件を加味した SPEEDIによる試算を行ったところである。 

 

 

また、氷見市以外の市町村（以下「その他の市町村」という。）に

おいても、必要に応じ、避難者の受入れをはじめとした原子力防災対

策を実施することとなるため、各市町村における住民への情報伝達、

避難者の受入れ等に係る対策を検討する。 

 

第２ 本県における原子力災害対策を重点的に充実すべき区域 第２ 本県における原子力災害対策を重点的に充実すべき区域  

  （略）   （略）  
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旧 新 備考 

第７節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 第７節 防災関係機関の事務又は業務の大綱  

 １～５  １～５  

 （略）  （略）  

   ６ 地方放射線モニタリング対策官  

 

 

 

 

 

 

 

処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 緊急時モニタリング計画の作成及び修正に対する指導・助言

に関すること 

２ 緊急時モニタリングの実施に関すること 
 

指針改定 

 ６ 氷見市  ７ 氷見市  

 （略）  （略）  

 ７ 消防機関（氷見市消防本部）  ８ 氷見市消防本部  

 （略）  （略）  

 ８ 指定地方行政機関  ９ 指定地方行政機関  

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （略）  
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旧 新 備考 

 ９ 指定公共機関  10 指定公共機関  

 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

西日本電信電話

株式会社 

１ 原子力災害時における緊急通話の確保に

関すること 

２ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに

災害復旧に関すること 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃ

ｨﾄﾞｺﾓ北陸支社 

（略） 

  

 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

西日本電信電話

株式会社 

１ 原子力災害時における緊急通話及び通信の

確保に関すること 

２ 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災

害復旧に関すること 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃ

ｨﾄﾞｺﾓ北陸支社 

ソフトバンクテ

レコム株式会社 

KDDI株式会社 

ソフトバンクモ

バイル株式会社 

（略） 

  

 

 10 自衛隊  11 自衛隊  

 （略）  （略）  

 11 指定地方公共機関  12 指定地方公共機関  

 （略）  （略）  

 12 北陸電力  13 北陸電力  

 （略）  （略）   
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県地域防災計画（原子力災害編）再改定案（第２章）  新旧対照表 

旧 新 備考 

第２章 原子力災害事前対策 第２章 原子力災害事前対策  

第１節  基本方針 第１節  基本方針  

（略） （略）  

第２節  発電所における予防措置等の責務 第２節  発電所における予防措置等の責務  

（略） （略）  

第３節  発電所の安全確認 第３節  発電所の安全確認  

（略） （略）  

第４節 原子力防災専門官との連携 第４節 原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連

携 

指針改定 

   第１ 原子力防災専門官との連携  

  （略）  

   第２ 地方放射線モニタリング対策官との連携  

   県は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の準備、

緊急時モニタリング訓練、緊急時モニタリングセンターの準備の協

力、緊急時モニタリング、発電所立地県である石川県等との連携など

の緊急時モニタリングの対応等については、平常時より地区の担当と

して指定された地方放射線モニタリング対策官と密接な連携を図り、

実施するものとする。 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  

第 1 関係機関との平常時からの連携 第 1 関係機関との平常時からの連携  

県は、平常時から関係機関、事業者等との間で、協定の締結など連

携強化を進めることにより、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急

対策が行えるように努めるものとする。なお、民間事業者に委託可能

  県は、平常時から関係機関、事業者等との間で、協定の締結など連

携強化を進めることにより、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急

対策が行えるように努めるものとする。なお、民間事業者に委託可能
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旧 新 備考 

な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・輸

送等）については、あらかじめ、関係機関、事業者等との間で協定を

締結しておくなど、当該機関のノウハウや能力等の活用に努める。 

な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・輸

送等）については、あらかじめ、関係機関、事業者等との間で協定を

締結しておくなど協力体制を構築し、当該機関のノウハウや能力等の

活用に努める。 

第２ 資機材利用に係る関係機関との連携 第２ 資機材利用に係る関係機関との連携  

  県は、燃料、発電機（非常用電源車を含む。）、建設機械等の応急

・復旧活動時に有用な資機材の種類、地域内の備蓄量、供給事業者の

保有量を把握し、その不足が懸念される場合には、関係機関や事業者

等との連携に努める。 

  県は、燃料、発電機（非常用電源車を含む。）、建設機械等の応急

・復旧活動時に有用な資機材の種類、地域内の備蓄量、公的機関・供

給事業者等の保有量を把握し、その不足が懸念される場合には、関係

機関や事業者等との連携に努める。 

 

 

第３ 公共用地、固有財産の有効活用 第３ 公共用地、固有財産の有効活用  

  県は、避難場所、避難施設、備蓄など、防災に関する諸活動の実施

に当たり、公共用地、固有財産の有効活用を図る。 

  県は、避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の実施に当たり、公

共用地、固有財産の有効活用を図る。 

防災基本計

画 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 第６節 情報の収集・連絡体制等の整備  

第１ 情報の収集・連絡体制の整備 第１ 情報の収集・連絡体制の整備  

  （略）   （略）  

第２．情報の分析整理 第２．情報の分析整理  

 １～２  １～２  

   （略）    （略）  

 ３ 防災対策上必要とされる資料  ３ 防災対策上必要とされる資料  

   （略）    （略）  

＜整備を行うべき資料の例＞ ＜整備を行うべき資料の例＞  

（１）発電所及び施設に関する資料 （１）発電所及び施設に関する資料  

  （略）   （略）  
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旧 新 備考 

（２）社会環境に関する資料 （２）社会環境に関する資料  

ア 周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別、

災害時要援護者等の概要、統計的な観光客数など季節的な人口移

動に関する資料を含む。） 

ウ 周辺一般道路、高速道路、鉄道、ヘリポート、空港、港湾等交

通手段に関する資料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時

刻表、施設の付随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深等の情報を含

む。） 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料

及びあらかじめ定める避難計画（位置、収容能力、移動手段等の

情報を含む。） 

オ 周辺地域の配慮すべき特定施設（幼稚園、学校、診療所、病院、

高齢者福祉施設、身体障害者援護施設等）に関する資料（発電所

との距離、方位等についての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療施設に関する資料（被ばく医療機関に関する位

置・収容能力・対応能力・搬送ルート及び移送手段等） 

ア 周辺地図 

イ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別、

要配慮者の概要、統計的な観光客数など季節的な人口移動に関す

る資料を含む。） 

ウ 周辺一般道路、高速道路、鉄道、ヘリポート、空港、港湾等交

通手段に関する資料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時

刻表、施設の付随設備、滑走路の長さ、ふ頭の水深等の情報を含

む。） 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料

及びあらかじめ定める避難計画（位置、収容能力、移動手段等の

情報を含む。） 

オ 周辺地域の配慮すべき特定施設（幼稚園、学校、診療所、病院、

高齢者福祉施設、身体障害者援護施設等）に関する資料（発電所

との距離、方位等についての情報を含む。） 

カ 被ばく医療機関に関する資料（被ばく医療機関に関する位置・

収容能力・対応能力・搬送ルート及び移送手段等） 

 

 

防災基本計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

ア （略） 

（３）放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

ア （略） 

 

 イ モニタリングポスト配置図、空間放射線量率測定の候補地点

図、及び環境試料採取の候補地点図 

 

イ 線量推定計算に関する資料 ウ 線量推定計算に関する資料  

ウ 平常時環境放射線モニタリング資料（過去○年間の統計値） エ 平常時環境放射線モニタリング資料（過去○年間の統計値）  

エ 周辺地域の水源地、飲料水供給施設状況等に関する資料 オ 周辺地域の水源地、飲料水供給施設状況等に関する資料  
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旧 新 備考 

オ 農林水産物の生産及び出荷状況 カ 農林水産物の生産及び出荷状況  

（４）～（６） （４）～（６）  

  （略）   （略）  

３ 通信手段の確保 ３ 通信手段の確保  

  （略）   （略）  

第７節  緊急事態応急体制の整備 第７節  緊急事態応急体制の整備  

  （略）   （略）  

第１ 警戒体制及び災害警戒本部体制の整備 第１ 警戒態勢をとるために必要な体制の整備  

 １ 警戒体制及び災害警戒本部体制の整備  １ 警戒態勢をとるために必要な体制  

 （１）情報収集体制の整備  

   県は、情報収集事態（石川県志賀町で震度５弱又は震度５強の地

震が発生した事態（石川県において震度６弱以上の地震が発生した

場合を除く。）をいう。以下同じ。）の発生を認知した場合、情報

収集体制をとる。 

情報収集事態においては、被災状況等の把握に努めながら、必要

に応じ、警戒体制へ移行できるよう準備をする。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

防災基本計

画改定 

 

 

 

 

 

 

（１）警戒体制の整備 （２）警戒体制の整備  

  県は、警戒事象※発生の通報を受けた場合、警戒体制を整備する。 

警戒体制においては、事故状況等の把握に努めながら、必要に応じ、

災害警戒本部体制へ移行できるよう準備をする。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

※警戒事象 

  県は、警戒事態の発生を認知した場合、警戒体制をとる。 

警戒体制においては、事故状況等の把握に努めながら、必要に応じ、

災害警戒本部体制へ移行できるよう準備をする。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

      

防災基本計

画改定 
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旧 新 備考 

原災法第 10 条に至る可能性がある事故・故障等又はこれに準ず

る事故・故障等をいう。 

緊急事態区分における警戒事態に相当する。（第１章第５節第２

を参照） 

      

                            。 

                             

     

（２）災害警戒本部体制の整備 （３）災害警戒本部体制の整備  

  県は、特定事象※の通報を受けた場合、災害警戒本部体制を設置

する。 

災害警戒本部においては、知事を本部長として、緊急時モニタリ

ングや緊急被ばく医療など各種防護措置を開始するとともに、オフ

サイトセンターへ職員を派遣する。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

※特定事象  

原災法第 10 条第１項前段の規定により原子力規制委員会等に通

報を行うべき事象で、原子力事業所の区域の境界付近において政令

基準（１時間当たり５μSv の放射線量）以上の放射線量を検出す

る場合などをいう。 

緊急事態区分における施設敷地緊急事態に相当する。（第１章第

５節第２を参照） 

 

特定事象が発生した場合、オフサイトセンターで、原子力防災専

門官などの国の職員、地元自治体の職員、警備当局、原子力事業者

などで構成される現地事故対策連絡会議が開催され、現地で情報共

有や応急対策準備の検討を行って警戒体制を整える。 

  県は、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、災害警戒本部

体制を設置する。 

災害警戒本部においては、知事を本部長として、緊急時モニタリ

ングや緊急被ばく医療など各種防護措置を開始するとともに、オフ

サイトセンターへ職員を派遣する。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

       

                              

                                 

                                 

                                 

                                 

     

 

施設敷地緊急事態が発生した場合、オフサイトセンターで、原子

力防災専門官などの国の職員、地元自治体の職員、警備当局、原子

力事業者などで構成される現地事故対策連絡会議が開催され、現地

で情報共有や応急対策準備の検討を行って警戒態勢を整える 

防災基本計

画改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

用語整理 

（３）参集体制の整備 （４）参集体制の整備  
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旧 新 備考 

  県は、警戒体制及び災害警戒本部体制に備えて、速やかに職員の

非常参集、情報の収集・連絡が行えるよう、あらかじめ非常参集職

員の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含む）等を含む体

制図を作成し、参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の

参集体制の整備を図る。 

  県は、情報収集体制、警戒体制及び災害警戒本部体制に備えて、

速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行えるよう、あらか

じめ非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含

む）等を含む体制図を作成し、参集基準や連絡経路を明確にしてお

くなど、職員の参集体制の整備を図る。 

防災基本計

画改定 

第２ 災害対策本部体制等の整備 第２ 災害対策本部体制等の整備  

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態※宣言を発出した場合に、

災害対策本部を設置する。 

災害対策本部においては、知事を本部長として、全庁職員が登庁

して各種防護措置に従事する。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

災害対策本部を迅速・的確に設置・運営するため、設置場所、職

務権限、本部の組織・所掌事務、職員の参集体制、本部運営に必要

な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておく。 

※原子力緊急事態宣言 

原子力事業所の区域付近において政令基準（１時間当たり 500μ

Sv の放射線量）以上の放射線量を検出する場合など、国の原子力

災害対策本部の設置など緊急事態応急対策を行う状態をいう(原災

法第 15 条）。緊急事態区分における全面緊急事態に相当する。（第

１章第５節第２を参照） 

原子力緊急事態宣言が発出された場合、原子力災害現地対策本部

並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域

を管轄する都道府県及び市町村の災害対策本部から組織される原

子力災害合同対策協議会が開催され、当該原子力緊急事態に関する

情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互

県は、内閣総理大臣が原災法第 15 条に基づく原子力緊急事態※

宣言を発出した場合に、災害対策本部を設置する。 

災害対策本部においては、知事を本部長として、全庁職員が登庁

して各種防護措置に従事する。 

（第３章 第３節 第１「県の活動体制」を参照） 

災害対策本部を迅速・的確に設置・運営するため、設置場所、職

務権限、本部の組織・所掌事務、職員の参集体制、本部運営に必要

な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておく。 

※原子力緊急事態宣言 

原子力事業所の区域付近において政令基準（１時間当たり５μSv

の放射線量（２地点以上又は 10 分間以上継続）以上の放射線量を

検出する場合など、国の原子力災害対策本部の設置など緊急事態応

急対策を行う状態をいう(原災法第 15 条）。 

原子力緊急事態宣言が発出された場合、原子力災害現地対策本部

並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域

を管轄する都道府県及び市町村の災害対策本部から組織される原

子力災害合同対策協議会が開催され、当該原子力緊急事態に関する

情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原災法等改

正 
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に協力する。 に協力する。 

   

第３ オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等

の体制 

第３ オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等

の体制 

 

（略） （略）  

第４ 長期化に備えた動員体制の整備 第４ 長期化に備えた動員体制の整備  

（略） （略）  

第５ 複合災害時の体制 第５ 複合災害時の体制  

（略） （略）  

第６ 防災関係機関相互の連携体制の整備 第６ 防災関係機関相互の連携体制の整備  

（略） （略）  

第７ 警察災害派遣隊受入体制の整備 第７ 警察災害派遣隊受入体制の整備  

（略） （略）  

第８ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊受入体制の整備 第８ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊受入体制の整備  

県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及び県内市町村に

よる協定の締結の促進、消防相互応援体制の整備、緊急消防援助隊の

充実強化に努めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣要請のため

の手順、受入体制等の整備に努める。 

県は、消防の応援について県内外の近隣市町村及び県内市町村に

よる協定の締結を促進するなど、消防相互応援体制の整備、緊急消防

援助隊の充実強化に努めるとともに、緊急消防援助隊の迅速な派遣要

請のための手順、受入体制等の整備に努める。 

 

文言修正 

第９ 自衛隊派遣要請体制の整備 第９ 自衛隊派遣要請体制の整備  

（略） （略）  

第 10 緊急被ばく医療チーム派遣要請体制の整備 第 10 被ばく医療に係る医療チーム派遣要請体制の整備  

県は、受入れ機関等と連携して、緊急時の被ばく医療体制の充実

を図るため、放射線障害専門病院等のスタッフからなる緊急被ばく医

療チーム派遣の要請手続きについてあらかじめ定めておくとともに、

県は、受入れ機関等と連携して、緊急時の被ばく医療体制の充実

を図るため、独立行政法人放射線医学総合研究所、広島大学、高度な

被ばく医療に対応可能な医療機関等のスタッフからなる被ばく医療

 

防災基本計

画改正 
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受入体制の整備等必要な準備を整えておく。 に係る医療チーム派遣の要請手続きについてあらかじめ定めておく

とともに、受入体制の整備等必要な準備を整えておく。 

 

第 11 広域的な応援協力体制の拡充・強化 第 11 広域的な応援協力体制の拡充・強化  

県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難やスクリーニン

グ（「居住者、車両、携行品等の放射線量の測定」をいう。以下同じ。）

等の場所等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府県及び防災

関係機関からの応援要請への対応に向けて、国の協力のもと、他の都

道府県等との応援協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・

受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調

整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等

の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるとともに、市町村間

における相互応援が円滑に進むよう配慮し、応援協定締結の促進を図

るものとする。 

県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難やスクリーニン

グ（「居住者、車両、家庭動物、携行品等の放射線量の測定」をいう。

以下同じ。）等の場所等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道

府県及び防災関係機関からの応援要請への対応に向けて、国の協力の

もと、他の都道府県等との応援協定の締結を図り、応援先・受援先の

指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割

分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体

制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるととも

に、市町村間における相互応援が円滑に進むよう配慮し、応援協定締

結の促進を図るものとする。 

 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等につ

いてあらかじめ調整を行っておくほか、国又は他の都道府県への応援

要請が迅速に行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を

取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくなど、必要な準備を

整えておくものとする。 

なお、広域応援協定等の締結状況は別表のとおりである。 

 別表・・・・・・・略 

また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等につ

いてあらかじめ調整を行っておくほか、国又は他の都道府県への応援

要請が迅速に行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を

取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておくなど、必要な準備を

整えておくものとする。 

なお、広域応援協定等の締結状況は別表のとおりである。 

 別表・・・・・・・略 

 

第 12 専門家の派遣要請手続き 第 12 専門家の派遣要請手続き  

県は、北陸電力より警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた場

合、必要に応じ国に対し事態の把握のために専門的知識を有する職員

の派遣を要請するための手続きをあらかじめ定めておく。 

県は、北陸電力より警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の通報連絡

を受けた場合、必要に応じ国に対し事態の把握のために専門的知識を

有する職員の派遣を要請するための手続きをあらかじめ定めておく。 

防災基本計

画改正 
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第８節．環境放射線モニタリング体制の整備 第８節．環境放射線モニタリング体制の整備  

緊急時モニタリングについては、原子力規制委員会の統括の下、

原子力規制委員会、関係省庁、地方公共団体、原子力事業者等が実施

するものとされている。また、上記以外の関係省庁（海上保安庁等）

はその支援を行うものとされている。 

 

 

 

県は、緊急時における発電所等からの放射性物質又は放射線の放

出による周辺環境への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援

のもと、平常時から環境放射線モニタリング（空間放射線量率、降下

物、葉菜等の環境試料）を適切に実施する。また、県は、国及び北陸

電力と連携し、緊急時モニタリング計画の策定、モニタリング設備・

機器の整備・維持、モニタリング要員の確保、志賀原発立地県である

石川県及び関係機関との協力体制の確立等緊急時モニタリング実施

体制を整備する。 

緊急時モニタリングを実施するために、原子力規制委員会（全面

緊急事態においては、原子力災害対策本部。緊急時モニタリングに関

しては、以下同じ。）の統括の下、緊急時モニタリングセンターが設

置される。緊急時モニタリングセンターは、国（原子力規制委員会、

関係省庁）、地方公共団体、原子力事業者及び指定公共機関等の要員

により構成される。県は、国が行う緊急時モニタリングセンターの体

制の整備に協力する。 

県は、緊急時に発電所等から放出された放射性物質又は放射線に

よる周辺環境への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援のも

と、平常時から環境放射線モニタリングを適切に実施するとともに、

緊急時モニタリングの測定結果をＯＩＬに基づく防護措置の実施の

判断に活用できるように、緊急時モニタリングの体制及び適切な精度

の測定能力の維持に努める。そのために、県は、国、立地県である石

川県、氷見市等の市町村、北陸電力並びに関係指定公共機関等と協力

して、緊急時モニタリング計画の作成、モニタリング資機材の整備・

維持、モニタリング要員の確保及び訓練を通した連携の強化等を行

い、緊急時モニタリング体制の整備を図る。 

指針改定 

第１ 緊急時モニタリング計画 第１ 緊急時モニタリング計画の作成  

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき、

緊急時モニタリング計画を策定する。 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき、

国、石川県、氷見市等の市町村、北陸電力及び関係指定公共機関等の

協力を得て、緊急時モニタリング計画を作成する。 
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第２ モニタリング設備及び機器の整備・維持 第２ モニタリング資機材等の整備・維持 用語修正 

県は、平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放

射線の影響を把握するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬

型計測用機器等の環境放射線モニタリング設備・機器等を整備・維持

するとともに、災害時に十分に機能するよう、モニタリングの研修の

実施等により、その操作の習熟に努める。なお、これらの機材に関し

ては、地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や保管庫の耐

震性の確保、データ通信の多重化を図るよう努める。 

県は、平常時の環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリング

を適切に実施するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型モ

ニタリング用の設備・機器、環境試料分析装置並びに衛星携帯電話等

の連絡手段等を整備・維持するとともに、モニタリングの研修の実施

等により、その操作の習熟に努める。また、これらの機材に関しては、

地震等自然災害への頑健性を持つよう、施設建物や保管庫の耐震性の

確保、データ通信の多重化を図るよう努める。 

 

指針改定 

第３ 緊急時モニタリング要員の確保 第３ 緊急時モニタリング要員の確保  

県は、緊急時モニタリングを迅速かつ円滑に実施するために必要

な要員及びその役割等をあらかじめ定める。 

 

また、要員には氷見市及びその他の市町村の職員も対象とするこ

ととし、市町村はあらかじめモニタリング要員を定めておく。 

 

なお、県は、立地県である石川県及び関係機関と必要に応じて連

携して、モニタリングに関する研修会等を開催することにより、市町

村職員が円滑にモニタリングを実施できるよう支援する。 

国は、緊急時モニタリングのための要員等を定めた動員計画を定

めるものとされている。県は、これに協力し、必要な要員をあらかじ

め定める。 

また、要員には氷見市及び、必要に応じてその他の市町村の職員

も対象とすることとし、市町村はあらかじめモニタリング要員を定め

ておく。 

県は、立地県である石川県及び関係機関と必要に応じて連携して、

モニタリングに関する研修会等を開催することにより、市町村職員が

円滑にモニタリングを実施できるよう支援する。 

指針改定 
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第４ 緊急時モニタリングの体制及び役割 第４ 緊急時モニタリングの体制及び役割  

県は、緊急時モニタリング班を組織し、その役割等をあらかじめ

定めておく 

国の定める、緊急時モニタリングセンターとその指揮下のモニタ

リングチームで構成するモニタリング実施組織及びセンター長、チー

ムの役割等に、県は協力するものとする。 

 

指針改定 

第５ 関係機関との協力による広域モニタリング体制の整備 第５ 訓練等を通した測定品質の向上  

県は、緊急時モニタリング計画で整理されたモニタリング関係機

関と平常時より緊密な連携を図る。 

 

県は、国、指定公共機関及び北陸電力等から派遣される緊急時モ

ニタリング要員等の受入体制及び役割分担について整備するととも

に、原子力規制委員会の統括の下、必要に応じて立地県である石川県、

指定行政機関、指定公共機関、北陸電力等と連携し、広域にわたるモ

ニタリングを機動的に展開することのできる体制を整備する。 

県は、平常時から、国、立地県である石川県、北陸電力及び関係

指定公共機関等と、定期的な連絡会、訓練及び研修を通じて、意思疎

通を深め、測定品質の向上に努める。 

 

指針改定 

第６ 緊急時予測システム 第６ 緊急時計算システム  

 

 

 

 

県は、国、立地県である石川県、指定公共機関、北陸電力と連携し、

平常時から緊急時迅速環境放射能影響予測ネットワークシステム（以

下「SPEEDIネットワークシステム」という。）と富山県環境放射線

県は、国、指定公共機関、北陸電力と連携し、気象情報や SPEEDI

ネットワークシステムをはじめとした放射性物質の大気中拡散予測

に係る機器の整備を図る。また、県は、防護措置の実施に関する区域

や時期等の条件の設定において考慮すべき気象（風向・風速・降雤量

等）や大気中の拡散特性を平常時に整理しておく。 

第７から移

行 
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監視ネットワークシステムとを接続するなど情報伝達のネットワー

クの整備、維持に努めるとともに、相互に情報の伝達を行う。 

第７ 気象予測の活用           第６と統合 

放射性物質の拡散は気象により大きく影響を受けるため、緊急時

モニタリングの結果を解釈する際には、気象状況データや大気中拡散

解析（「SPEEDIネットワークシステム」）の結果を参考にすること

とされている。 

県は、地域の特性に応じた気象予測を整理しておくものとする。 

また、災害等により緊急時モニタリングを十分に実施できない場合

には、気象予測や大気中拡散予測の結果をモニタリング体制の参考と

する。 

                                                        

                                   

                                  

       

 

また、災害等により緊急時モニタリングを十分に実施できない場

合には、気象情報や SPEEDIネットワークシステムをはじめとした大

気中拡散予測の結果をモニタリング体制の参考とする。 

 

第８ 緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 第７ 緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備  

（略） （略）  

第９節  避難収容活動体制の整備 第９節  避難収容活動体制の整備  

第１．避難計画の作成 第１．避難計画の作成  

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、国の協力のもと、屋内

退避及び避難誘導計画の作成について支援する。 

また、予防的防護措置を準備する区域(ＰＡＺ)の住民避難が先行

して行われるため、原子力災害対策指針に基づき、緊急事態区分に

よる段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施するまでの間

は屋内退避を行うことを原則とし、広域避難計画を策定する。その

際、避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は原子力防災対

策を重点的に実施すべき区域外とする。個別の県及び市町村の境界

を越えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、国の協力のもと、屋内

退避及び避難計画の作成について支援する。 

また、予防的防護措置を準備する区域(ＰＡＺ)の住民避難が先行

して行われるため、原子力災害対策指針に基づき、緊急事態区分に

よる段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施するまでの間

は屋内退避を行うことを原則とし、避難計画要綱を策定する。その

際、避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は原子力防災対

策を重点的に実施すべき区域外とする。個別の県及び市町村の境界

を越えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県

 

 

 

 

 

用語の修正 
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が中心となって、県との調整や市町村の間の調整を図る。 

さらに、地域コミュニティの維持に着目し、同一地域の住民の避

難先は同一地域に確保するよう努める。 

なお、災害時要援護者等の屋内退避や避難等の防護対策を講じる

にあたっては､寝たきりの者等の避難に伴う病気の悪化と放射線の

リスクとのバランスを考慮して、適切に対応することが重要である。 

 

が中心となって、県との調整や市町村の間の調整を図る。 

さらに、地域コミュニティの維持に着目し、同一地域の住民の避

難先は同一地域に確保するよう努める。 

なお、要配慮者の屋内退避や避難等の防護対策を講じるにあたっ

ては､寝たきりの者等の避難に伴う病気の悪化と放射線のリスクと

のバランスを考慮して、適切に対応することが重要である。 

 

 

 

 

防災基本計

画改定 

第２．避難所等の整備 第２．避難所等の整備等  

１  避難所、スクリーニング実施場所の整備 １  避難所等の整備  

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、学校及び公民館等の

公共的施設を対象に、避難やスクリーニング等の場所をその管理者

の同意を得て避難所としてあらかじめ指定するよう助言する。 

 

 

 

 

 

県は、市町村による避難所の指定に当たっては、風向等の気象

条件により避難所が使用できなくなる可能性を考慮するとともに、

災害時要援護者等に十分配慮するよう助言する。また、国の協力の

もと、広域避難に係る都道府県間による協定の締結を推進する等、

広域避難体制を整備する。 

県は、避難やスクリーニング等の場所として指定された建物に

ついては、必要に応じ、衛生管理等避難生活の環境を良好に保つた

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、学校及び公民館等の

公共的施設を対象に、避難を行うため、その管理者の同意を得た上

で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊

急避難場所及び避難生活を送るための指定避難所としてあらかじ

め指定し、住民への周知徹底を図るよう助言する。また、一般の避

難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため、介護保

険施設、障害者支援施設等の福祉避難所の指定に努めるよう助言す

る。 

県は、市町村による指定緊急避難所等の指定に当たっては、風

向等の気象条件により指定緊急避難所等が使用できなくなる可能

性を考慮するとともに、要配慮者等に十分配慮するよう助言する。

また、国の協力のもと、広域避難に係る都道府県間による協定の締

結を推進する等、広域避難体制を整備する。 

県は、避難所として指定された建物については、必要に応じ、

衛生管理等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努め

 

防災基本計

画改定 
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めの設備の整備に努めるよう、また、避難所等閉鎖後の除染措置を

検討しておくよう助言する。 

 

 

 ※スクリーニング（被ばく者の汚染検査） 

  スクリーニングによる汚染程度の把握は、緊急被ばく医療（急

性放射線障害等の確定的影響の回避と確率的影響のリスクの低

減、安定ヨウ素剤の投与指示の判断、汚染の拡大防止等）の実

施に不可欠。 

るよう、また、避難所等閉鎖後の除染措置を検討しておくよう助言

する。 

 

 

                   

                             

                            

                            

       

２ 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の整備 ２ 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 用語修正 

    県は、氷見市及びその他の市町村に対し、住民の避難誘導に必

要な資機材、移送に必要な資機材・車両等を整備するよう助言す

る。また、県は、氷見市及びその他の市町村等と協力し、広域避

難を想定した避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等を確保す

る。 

    県は、氷見市及びその他の市町村に対し、住民の避難誘導に必

要な資機材、移送に必要な資機材・車両等を整備するよう助言す

る。また、県は、氷見市及びその他の市町村等と協力し、広域避

難も想定して、避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等を確保

する。 

 

 

３ コンクリート屋内退避体制の整備 ３ コンクリート屋内退避施設の整備 用語修正 

（略） （略）  

４ 広域一時滞在に係る応援協定の締結 ４ 広域一時滞在に係る応援協定の締結  

（略） （略）  

５ 応急仮設住宅等の整備 ５ 応急仮設住宅の供給体制等の整備 文言修正 

（略） （略）  

６～７ ６～７  

（略） （略）  

８ 避難所における設備等の整備  ８ 避難所における設備等の整備  
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県、氷見市及びその他の市町村は、避難所において、貯水槽、井

戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、緊急用燃料、

衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、ユニバーサルデザイン

のトイレなど傷病者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等

などの災害時要援護者等にも配慮した避難の実施に必要な施設・設

備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資する

テレビ、防災ラジオ等の機器の整備を図る。 

県、氷見市及びその他の市町村は、避難所において、貯水槽、井

戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、緊急用燃料、

衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、ユニバーサルデザイン

のトイレなど要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備

の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテ

レビ、防災ラジオ等の機器の整備を図る。 

 

 

 

防災基本計

画改定 

第３．災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の整備 第３．要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備 同上 

１  災害時要援護者等への支援 １  要配慮者への支援  

放射線の影響を特に受けやすい子どもや妊産婦等に十分配慮する

とともに、災害時要援護者について、原子力災害の特殊性を踏まえて、

寝たきりの者等の避難に伴う病気の悪化と放射線のリスクとのバラ

ンスを考慮して、避難、コンクリート屋内退避等の適切な防護対策を

講じるなど、安全の確保対策を講ずる。 

放射線の影響を特に受けやすい子どもや妊産婦等に十分配慮する

とともに、要配慮者について、原子力災害の特殊性を踏まえて、寝た

きりの者等の避難に伴う病気の悪化と放射線のリスクとのバランス

を考慮して、避難、コンクリート屋内退避等の適切な防護対策を講じ

るなど、安全の確保対策を講ずる。 

 

同上 

（１）災害時要援護者のための災害対策マニュアルの作成及び避難支

援計画の整備 

（１）要配慮者のための災害対策マニュアルの作成及び避難支援計画

の整備 

同上 

ア 災害時要援護者やその家族が、普段から災害に関する基礎的

な知識や災害発生時にとるべき行動について理解や関心を高

めるため、県においては災害時要援護者支援ガイドラインを作

成し、氷見市及びその他の市町村においてはそのガイドライン

を含めた災害対策マニュアルを作成するとともに、高齢者福祉

施設等における災害対策マニュアルの作成を促進するなど、防

災上必要な知識の普及啓発に努める。 

ア 要配慮者やその家族が、普段から災害に関する基礎的な知識

や災害発生時にとるべき行動について理解や関心を高めるた

め、県においては避難行動要支援者の避難行動支援に関するガ

イドラインを作成し、氷見市及びその他の市町村においてはそ

のガイドラインを含めた災害対策マニュアルを作成するとと

もに、高齢者福祉施設等における災害対策マニュアルの作成を

促進するなど、防災上必要な知識の普及啓発に努める。 

同上 

 

 

 

イ 氷見市及びその他の市町村は、防災関係部局、消防団、福祉 イ 氷見市及びその他の市町村は、防災関係部局、消防団、福祉  
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関係部局、自主防災組織、高齢者団体、障害者団体、福祉関係

者等との連携の下、個人情報の保護に配慮しつつ、災害時要援

護者に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）

を平時から電子データ、ファイル等で管理するとともに、避難

所や避難路の指定に当たっては、災害時要援護者の実態にあわ

せて、利便性や安全性に十分配慮し、一人ひとりの災害時要援

護者に対して複数の避難支援者を定めた具体的な避難支援計

画を整備するよう努める。 

関係部局、自主防災組織、高齢者団体、障害者団体、福祉関係

者等との連携の下、個人情報の保護に配慮しつつ、要配慮者に

関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平時

から電子データ、ファイル等で管理するとともに、避難所や避

難路の指定に当たっては、要配慮者の実態にあわせて、利便性

や安全性に十分配慮し、一人ひとりの要配慮者に対して複数の

避難支援者を定めた具体的な避難支援計画を整備するよう努

める。 

 

同上 

 

 

同上 

同上 

ウ 氷見市及びその他の市町村は、災害時要援護者の特性に応

じ、携帯端末等の情報機器の活用や情報内容を工夫するなど、

情報伝達手段について配慮する。 

ウ 氷見市及びその他の市町村は、要配慮者の特性に応じ、携帯

情報端末等の情報機器の活用や情報内容を工夫するなど、情報

伝達手段について配慮する。 

同上 

用語整理 

（２）災害時要援護者支援班の設置 （２）要配慮者支援班の設置  

支援班は、平常時においては、要援護者情報の共有化、避難支

援計画の作成等に努め、災害時においては、避難準備情報等の伝

達業務、避難誘導、避難所との連携等を行う。 

支援班は、平常時においては、要配慮者情報の共有化、避難支

援計画の作成等に努め、災害時においては、避難準備情報等の伝

達業務、避難誘導、避難所との連携等を行う。 

防災基本計

画改定 

（３）自主防災組織の強化 （３）自主防災組織の強化  

自主防災組織は、民生委員、児童委員、高齢福祉推進員、身体障

害者相談員等の福祉関係者との連携により、個人情報の保護に配慮

しつつ、災害発生時に援助を必要とする災害時要援護者のリストを

作成するなど実態を把握しておくとともに、事前に複数の避難支援

者を定めておく。 

自主防災組織は、民生委員、児童委員、高齢福祉推進員、身体障

害者相談員等の福祉関係者との連携により、個人情報の保護に配慮

しつつ、災害発生時に援助を必要とする要配慮者のリストを作成す

るなど実態を把握しておくとともに、事前に複数の避難支援者を定

めておく。 

 

 

同上 

（４）社会福祉施設への緊急入所 （４）社会福祉施設への緊急入所  

（略） （略）  
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２ 病院等医療機関 ２ 病院等医療機関  

（略） （略）  

３ 社会福祉施設 ３ 社会福祉施設  

介護保険施設、障害者支援施設等の社会福祉施設の管理者は、県、

氷見市及びその他の市町村と連携し、原子力災害時における避難場

所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者の移送に必要な資機

材の確保、関係機関との連携方策等についての避難計画を作成する

ものとする。特に入所者等の避難誘導体制に配慮する。 

また、県は、高齢者福祉施設等に対し、あらかじめ、県内や近隣

県における同種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の受

入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せて、その内

容を県に登録するよう要請するとともに、社会福祉施設に対して災

害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員等の

派遣体制の整備に努める。 

介護保険施設、障害者支援施設等の社会福祉施設の管理者は、県、

氷見市及びその他の市町村と連携し、原子力災害時における避難

所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者の移送に必要な資機

材の確保、関係機関との連携方策等についての避難計画を作成する

ものとする。特に入所者等の避難誘導体制に配慮する。 

また、県は、高齢者福祉施設等に対し、あらかじめ、県内や近隣

県における同種の施設やホテル等の民間施設等と施設利用者の受

入れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せて、その内

容を県に登録するよう要請するとともに、社会福祉施設に対して災

害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員等の

派遣体制の整備に努める。 

 

防災基本計

画改定 

第４．学校等施設における避難計画の整備 第４．学校等施設における避難計画の整備  

学校等施設の管理者は、県、氷見市及びその他の市町村と連携し、

原子力災害時における園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」

という。）の安全を確保するため、あらかじめ、避難場所、避難経

路、誘導責任者、誘導方法等についての避難計画を作成するものと

する。 

また、県は氷見市及びその他の市町村と連携し、学校等が保護者

との間で、災害発生時における生徒等の保護者への引渡しに関する

ルールをあらかじめ定めるよう促す 

学校等施設の管理者は、県、氷見市及びその他の市町村と連携し、

原子力災害時における園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」

という。）の安全を確保するため、あらかじめ、避難所、避難経路、

誘導責任者、誘導方法等についての避難計画を作成するものとす

る。 

また、県は氷見市及びその他の市町村と連携し、学校等が保護者

との間で、災害発生時における生徒等の保護者への引渡しに関する

ルールをあらかじめ定めるよう促す。 
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第５．不特定多数の者が利用する施設における避難計画の整備 第５．不特定多数の者が利用する施設における避難計画の整備  

（略） （略）  

第６．住民等の避難状況の確認体制の整備 第６．住民等の避難状況の確認体制の整備  

県は、氷見市が避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行っ

た場合において、住民等の避難状況を的確に確認するための体制を

あらかじめ整備しておくよう氷見市に対し助言する 

県は、氷見市が屋内退避又は避難のための立退きの勧告又は指

示等を行った場合において、住民等の避難状況を的確に確認するた

めの体制をあらかじめ整備しておくよう氷見市に対し助言する 

防災基本計

画 

第７．居住地以外の市町村に避難する被災者へ情報伝達する仕組

みの整備 

第７．居住地以外の市町村に避難する被災者に関する情報を共有

する仕組みの整備 

同上 

（略） （略）  

第８．警戒区域を設定する場合の計画の策定 第８．警戒区域を設定する場合の計画の策定  

県は、氷見市及びその他の市町村が警戒区域を設定する場合に

実施する広報、立入規制、一時立入等に関する計画の策定、必要な

資機材や人員等の確保に対して助言する。 

県は、氷見市及びその他の市町村が警戒区域を設定する場合に

備え、実施する広報、立入規制、一時立入等に関する計画の策定、

必要な資機材や人員等の確保に対して支援する。 

 

第９．避難場所・避難方法等の周知 第９．避難所等・避難方法等の周知 同上 

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、避難やスクリーニング

等の場所・避難誘導方法（自家用車の利用、緊急避難に伴う交通規制

等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住民への周知徹

底に努めるよう助言する。 

 

 

 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を氷見市、その

他の市町村、防災業務関係者及び対象となる住民が共通して認識する

ことが必要となる。県は、国、氷見市、その他の市町村及び北陸電力

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、避難、スクリーニング、

安定ヨウ素剤配布等の場所・避難  方法（バス等で避難する場合の

一時集合場所、自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物

との同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住

民への周知徹底に努めるよう助言する。 

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安

全な場合等やむを得ないときは、屋内での退避等の安全確保措置を構

ずべきことに留意する。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を氷見市、その

他の市町村、防災業務関係者及び対象となる住民が共通して認識する

指針改定 

防災基本計

画改定 
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と連携の上、警戒事象及び特定事象発生後の経過に応じて周辺住民に

提供すべき情報について整理しておく。 

ことが必要となる。県は、国、氷見市、その他の市町村及び北陸電力

と連携の上、情報収集事態及び警戒事態発生後の経過に応じて周辺住

民に提供すべき情報について整理しておく。 

防災基本計

画改定 

 

第 10 節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 第 10 節 飲食物の出荷制限、摂取制限等  

（略） （略）  

第 11 節  緊急輸送活動体制の整備 第 11 節  緊急輸送活動体制の整備  

第１．専門家の移送体制の整備 第１．専門家の移送体制の整備  

（略） （略）  

第２．緊急輸送路の確保体制等の整備 第２．緊急輸送路の確保体制等の整備  

 １ 緊急輸送活動のための体制の整備  １ 緊急輸送活動のための体制の整備  

県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動

のために確保すべき輸送施設（道路、港湾、漁港、飛行場等）及び

輸送拠点（トラックターミナル、卸売市場等）・集積拠点について

把握・点検し、緊急時における輸送機能の確保を図る。また、県は

国と連携し、これらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、

関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るととも

に、関係機関等に対する周知徹底に努める。 

県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動

のために確保すべき輸送施設（道路、港湾、漁港、飛行場等）及び

輸送拠点（トラックターミナル、卸売市場等）・集積拠点について

把握・点検し、緊急時における輸送機能の確保を図る。また、県は

国と連携し、これらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、

関係機関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るととも

に、指定公共機関その他の関係機関等に対する周知徹底に努める。 

 

 

 

 

 

防災基本計

画改定 

２～９ ２～９  

   （略）    （略）  

第 12 節  救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 第 12 節  救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備  

第１ 救助・救急活動用資機材の整備（県知事政策局、市町村） 第１ 救助・救急活動用資機材の整備  

（略） （略）  

第１ 救助・救急活動用資機材の整備（県知事政策局、市町村） 第２ 救助・救急機能の強化  

県は、国と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助 県は、国及び関係機関と連携し、職員の安全確保を図りつつ、  
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・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化を図るとともに、職

員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図る。 

効率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化を図る

とともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図る。 

第３ 消火活動用資機材等の整備 第３ 消火活動体制の整備  

（略） （略）  

第４ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 第４ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備  

（略） （略）  

第 13 節．緊急時医療体制の整備 第 13 節．緊急時医療体制の整備  

第１．医療資機材等の整備 第１．医療資機材等の整備  

  県は、国から整備すべき医療資機材等に関する情報提供等を受け、

放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、

医療資機材等の整備に努める。 

なお、安定ヨウ素剤については、適時・適切な配布・服用を行うた

め、平常時の配備や、医療関係者を対象とした服用に関する講習会を

実施することで、緊急時の手順や体制を整備しておく。 

  県は、国から整備すべき医療資機材等に関する情報提供等を受け、

放射線測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、

医療資機材等の整備に努める。 

                             

                               

                         

 

 

 

安定ヨウ素

剤について

は第６で記

載 

  ※ＵＰＺにおける安定ヨウ素剤の服用方法については、今後、国が

示す予定の原子力災害対策指針の更なる改定を踏まえて、そのあり

方を検討 

                                

                                

      

 

第２．緊急被ばく医療体制の構築 第２．緊急被ばく医療体制の構築  

県は、国と協力し、緊急被ばく医療体制の構築、緊急被ばく医療

派遣体制の整備・維持を行う。 

被ばく医療機関は、放射線障害に対する医療を実施するための資

機材の整備及び組織体制の整備を図る。 

 

県は、国と協力し、被ばく医療機関を選定するなど、緊急被ばく

医療体制の整備に努める。 

県は、国と協力し、被ばく医療機関及び一般病院等と連携して、

一般災害における医療関係者を積極的に関与させつつ、被ばく医療体

制のネットワークを構築するよう努める。 
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 【本県における初期被ばく医療機関及び二次被ばく医療機関】 

 

 数 市町村 病院名 

初
期
被
ば
く
医
療
機
関
（
２
２
病
院
） 

６ 富山市 

富山市民病院 
富山赤十字病院 
済生会富山病院 
富山逓信病院 
国立病院機構富山病院 
高志リハビリテーション病院 

４ 高岡市 

厚生連高岡病院 
高岡市民病院 
済生会高岡病院 
社会保険高岡病院 

１ 魚津市 富山労災病院 

１ 氷見市 金沢医科大学氷見市民病院 

１ 滑川市 厚生連滑川病院 

１ 黒部市 黒部市民病院 

１ 砺波市 市立砺波総合病院 

１ 小矢部市 公立学校共済組合北陸中央病院 

３ 南砺市 
南砺市民病院 
公立南砺中央病院 
国立病院機構北陸病院 

１ 射水市 射水市民病院 

１ 上市町 かみいち総合病院 

１ 朝日町 あさひ総合病院 

二
次
被
ば

く
医
療
機

関 ２ 富山市 
県立中央病院 
富山大学附属病院（診療支援） 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回追加 
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被ばく医療体制の構築に当たっては、医療機関等が各々の役割（ト

リアージ、救急処置、汚染検査、スクリーニング指導、簡易除染、防

護指導、健康相談、救護所・避難所等への医療関係者の派遣、隣接自

治体との連携等）を担うことが必要であり、平時から被ばく医療に対

応できる公的病院その他医療機関が連携した体制と指揮系統を整備

・確認するよう努めるものとする。 

また、内部被ばくの詳細な測定には、ホールボディカウンタ等を

用いた計測を行うこととなるが、専門知識や機器管理等を必要とする

ため、測定可能な施設をあらかじめ特定し、当該施設との連携体制を

整備しておくものとする。 

あわせて、これらの機器が、災害時に十分に機能するよう、運用

・維持管理をする要員を育成するものとする。 

 ※初期被ばく医療機関 

  汚染の有無にかかわらず救急診療を提供し、被ばく患者に対する初

期診療や二次被ばく医療機関への転送の判断を行う。 

 ※二次被ばく医療機関 

  初期被ばく医療機関では対応が困難で、被ばく医療に関する専門的

な除染や診療を要する患者に対応し、三次被ばく医療機関（広島大学）

への転送の判断を行う。 

 ※緊急被ばく医療体制については、今後、国において名称や役割が整

理された場合には、県はこれを踏まえた対応を行う。 

 

被ばく医療体制の構築に当たっては、医療機関等が各々の役割（ト

リアージ、救急処置、汚染検査、スクリーニング指導、簡易除染、防

護指導、健康相談、救護所・避難所等への医療関係者の派遣、隣接自

治体との連携等）を担うことが必要であり、平時から被ばく医療に対

応できる公的病院その他医療機関が連携した体制と指揮系統を整備

・確認するよう努めるものとする。 

また、内部被ばくの詳細な測定には、ホールボディカウンタ等を

用いた計測を行うこととなるが、専門知識や機器管理等を必要とする

ため、測定可能な施設をあらかじめ特定し、当該施設との連携体制を

整備しておくものとする。 

あわせて、これらの機器が、災害時に十分に機能するよう、運用

・維持管理をする要員を育成するものとする。 

第３．立地県である石川県との連携 第３．立地県である石川県との連携  

（略） （略）  
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第４．被ばく医療に関する計画の作成 第４．被ばく医療に関する計画の作成  

県は、実効的な緊急被ばく医療が行われるよう関係諸機関との整

合性のある計画を作成するものとする。 

県は、緊急被ばく医療及び救急災害医療の関係者とも密接な連携

を図りつつ、実効的な緊急被ばく医療が行われるよう関係諸機関との

整合性のある計画を作成するものとする。 

防災基本計

画改定 

第５．被ばく医療機関等の教育･研修･訓練等 第５．被ばく医療機関等の教育･研修･訓練等  

（略） （略）  

 第６．安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 指針改定 

 １ 緊急時における配布体制の整備  

   県及び氷見市は、緊急時に住民等が避難や屋内退避等を行う際に安

定ヨウ素剤を服用できるよう、配布場所、配布のための手続き、配布

及び服用に関与する医師、薬剤師の手配等についてあらかじめ定める

とともに、配布用の安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄す

る。 

  また、安定ヨウ素剤を配布する際に備えて、予防服用の効果、服用

対象者、禁忌等について説明するための、説明書等をあらかじめ準備

する。 

 

 ２ 事前配布体制の整備 事前配布を

行わない場

合削除 

  県及び氷見市は、原子力災害対策指針を踏まえ、医療機関等と連携

して、避難の際に配布場所で安定ヨウ素剤を受け取ることが困難と想

定される地域等の住民等に対して、安定ヨウ素剤の配布体制を整備

し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう、準備する。 

 

  【事前配布の手順】  
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 （１）県及び氷見市は、事前配布用の安定ヨウ素剤を医療施設、学校

などの公共施設等において管理するとともに、事前配布後における住

民の紛失や一時滞在者に対する配布等に備え、予備の安定ヨウ素剤の

備蓄を行う。 

 

 （２）県及び氷見市は、安定ヨウ素剤の事前配布を行うに当たっては、

対象となる住民向けの説明会を開催し、原則として、医師による説明

を行うものとする。また、説明会の開催にあわせ、調査票や問診等に

より、禁忌者やアレルギーの有無等の把握に努める。 

 

 （３）県及び氷見市は、説明会において、安定ヨウ素剤の事前配布に

関する説明を受けた住民に対し、説明会での説明事項を記した説明書

を付して、安定ヨウ素剤を必要量のみ配布する。 

 

 （４）氷見市は、県と連携して、住民に事前配布した安定ヨウ素剤に

ついては、使用期限である３年ごとに回収し、新しい安定ヨウ素剤を

再配布する。また、転出者・転入者に対する速やかな安定ヨウ素剤の

回収・配布に努める。 

 

  ３ 副作用の発生に備えた救急医療体制の整備  

  県及び氷見市は、安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用の発生に備え、

あらかじめ医療機関に対し、副作用が発生した住民等の受入協力を依

頼するなど、救急医療体制の整備に努める。 

 

 

第 14 節  住民等への的確な情報伝達体制の整備 第 14 節  住民等への的確な情報伝達体制の整備  

第１ 情報項目の整理 第１ 情報項目の整理  

県、氷見市及びその他の市町村は、国、立地県である石川県及び

北陸電力と連携し、警戒事象発生又は特定事象発生後の経過に応じ

県、氷見市及びその他の市町村は、国、立地県である石川県及び

北陸電力と連携し、情報収集事態及び警戒事態発生後の経過に応じ

 

防災基本計
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て必要な、住民等に提供すべき情報について、災害対応のフェーズ

や場所等に応じた分かりやすく正確にかつ具体的な内容を整理し

ておく。また、周辺住民等に対して、異常事態に関する情報など必

要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、平時から分か

りやすい情報伝達の在り方に関する検討（関連する用語の普遍化、

平易化を含む。）や情報の受け手の理解の促進、情報伝達の際の役

割等の明確化に努める。 

て必要な、住民等に提供すべき情報について、災害対応のフェーズ

や場所等に応じた分かりやすく正確にかつ具体的な内容を整理し

ておく。また、周辺住民等に対して、異常事態に関する情報など必

要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、平時から分か

りやすい情報伝達の在り方に関する検討（関連する用語の普遍化、

平易化を含む。）や情報の受け手の理解の促進、情報伝達の際の役

割等の明確化に努める。 

画改定 

 第２ 施設等の整備  第２ 施設等の整備  

県、氷見市及びその他の市町村は、地震や津波、雪害等との複合

災害における情報伝達体制を確保するとともに、的確な情報を常に

伝達できるよう、体制及び防災行政無線、防災ラジオ、広報車両等

の施設、装備の整備を図る。 

県、氷見市及びその他の市町村は、国と連携して、地震や津波、

雪害等との複合災害における情報伝達体制を確保するとともに、的

確な情報を常に伝達できるよう、体制及び防災行政無線、防災ラジ

オ、広報車両等の施設、装備の整備を図る。 

 

 第３ 住民相談窓口の設置等  第３ 住民相談窓口の設置等  

（略） （略）  

 第４ 災害時要援護者等への情報伝達体制の整備  第４ 要配慮者への情報伝達体制の整備  

県、氷見市及びその他の市町村は、原子力災害の特殊性に鑑み、国

等と連携し、傷病者、入院患者、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、

妊産婦などの災害時要援護者等及び一時滞在者に対し、災害情報が迅

速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を

得ながら、平常時よりこれらのものに対する情報伝達体制の整備に努

める。 

県、氷見市及びその他の市町村は、原子力災害の特殊性に鑑み、国

等と連携し、要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞

りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、

平常時よりこれらのものに対する情報伝達体制の整備に努める。 

 

防災基本計

画改定 

 第５ 多様なメディアの活用体制の整備  第５ 多様なメディアの活用体制の整備  

県、氷見市及びその他の市町村は、放送事業者、新聞社等の報道機

関の協力の下、コミュニティ放送局、ホームページ、ソーシャルメデ

県、氷見市及びその他の市町村は、放送事業者、新聞社等の報道機

関の協力の下、コミュニティ放送局、ホームページ、ソーシャルメデ
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ィア等のインターネット、広報用電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、

携帯端末の緊急速報メール機能、ワンセグ放送等の多様なメディアの

活用体制の整備に努める。なお、広報の担当者は広報技術を習得した

者が対応するよう努め、日頃から、より高度な広報技術の習得に努め

る。 

ィア等のインターネット、広報用電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、

携帯情報端末の緊急速報メール機能、ワンセグ放送等の多様なメディ

アの活用体制の整備に努める。なお、広報の担当者は広報技術を習得

した者が対応するよう努め、日頃から、より高度な広報技術の習得に

努める。 

 

語句修正 

第 15 節  行政機関の退避計画及び業務継続計画（BCP）の策定 第 15 節  行政機関の退避計画及び業務継続計画（BCP）の策定  

（略） （略）  

第 16 節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発 第 16 節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発  

第１ 住民にわかりやすい言葉での原子力防災知識の普及 第１ 住民にわかりやすい言葉での原子力防災知識の普及  

（略） 

１～６ （略） 

７ 災害時要援護者への支援に関すること 

８ 緊急時に取るべき行動 

９ 避難所での運営管理、行動等に関すること 

（略） 

１～６ （略） 

７ 要配慮者への支援に関すること 

８ 緊急時に取るべき行動 

９ 避難所での運営管理、行動等に関すること 

 

 

防災基本計

画改定 

 第２～第３  第２～第３  

（略） （略）  

第４ 災害時要援護者等への配慮 第４ 要配慮者への配慮  

県が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、災害時要援護者に十

分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が整備される

よう努める。また、年齢や性別、障害等により、それぞれのニーズが

異なることを十分理解したうえで様々な視点からの配慮に努める。 

県が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者に十分配慮

し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。

また、年齢や性別、障害等により、それぞれのニーズが異なることを

十分理解したうえで様々な視点からの配慮に努める。 

防災基本計

画改定 

第 17 節 防災業務関係者の人材育成 第 17 節 防災業務関係者の人材育成  

（略） 

１～４ （略） 

（略） 

１～４ （略） 
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５ モニタリング実施方法及び機器に関すること 

 

６～10 （略） 

５ モニタリング実施方法、機器、モニタリングにおける気象情報や

SPEEDIネットワークシステムをはじめとした放射性物質の大気中

拡散計算の活用に関すること 

６～10 （略） 

用語整理 

第 18 節 防災訓練等の実施 第 18 節 防災訓練等の実施  

第１．訓練計画の策定 第１．訓練計画の策定  

 １ 訓練項目  １ 訓練項目  

  （略） 

（１）～（４） （略） 

 

（５）緊急被ばく医療訓練 

（６）周辺住民に対する情報伝達訓練 

（７）周辺住民避難訓練 

（８）人命救助活動訓練 

（９）災害図上訓練（DIG：Disaster Imagination Game） 

  （略） 

（１）～（４） （略） 

（５）気象情報及び SPEEDI ネットワークシステムをはじめとした放

射性物質の大気中拡散計算の活用訓練 

（６）緊急被ばく医療訓練 

（７）周辺住民に対する情報伝達訓練 

（８）周辺住民避難訓練 

（９）人命救助活動訓練 

（10）災害図上訓練（DIG：Disaster Imagination Game） 

 

 

同上 

 ２ 総合的な防災訓練実施計画の企画立案への参画  ２ 総合的な防災訓練実施計画の企画立案への参画  

県、氷見市及びその他の市町村は、原子力防災会議及び原子力

規制委員会が原災法第 13条に基づき、総合的な防災訓練の実施

計画を作成する際には、緊急被ばく医療、緊急時モニタリング、

住民避難及び住民に対する情報提供など県及び氷見市等が行う

べき防災対策や、複合災害や重大事故等原子力緊急事態を具体的

に想定した詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実施計画

の企画立案に共同して参画する。 

県、氷見市及びその他の市町村は、原子力防災会議及び原子力

規制委員会が原災法第 13条に基づき、総合的な防災訓練の実施

計画を作成する際には、緊急被ばく医療、緊急時モニタリング、

住民避難及び住民に対する情報提供など県及び氷見市等が行う

べき防災対策や、複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に

想定した詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実施計画の

企画立案に共同して参画する。 

 

 

 

 

防災基本計

画改定 
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なお、北陸地方では、冬季荒天時において、積雪等による避難、

防災要員等のリスクを伴うことから、冬季における訓練の実施も

検討する。 

なお、北陸地方では、冬季荒天時において、積雪等による避難、

防災要員等のリスクを伴うことから、冬季における訓練の実施も

検討する。 

第２ 訓練の実施 第２ 訓練の実施  

（略） （略）  

第３ 実践的な訓練の実施と事後評価 第３ 実践的な訓練の実施と事後評価  

県、氷見市及びその他の市町村は、訓練を実施するにあたり、原子

力規制委員会、北陸電力の協力を受けて作成した、大規模な自然災害

等との複合災害や重大事故等原子力緊急事態を具体的に想定した詳

細なシナリオに基づき、参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、

訓練開始時間を知らせずに行う訓練、机上において想定事故に対する

対応や判断を試す訓練等の工夫や図上演習の方法論を活用するなど、

現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫

する。 

県、氷見市及びその他の市町村は、訓練を実施するにあたり、当該

訓練の目的、チェックすべき項目、達成レベルを具体的に設定して行

う。また、訓練終了後、国、北陸電力と協力し、専門家も活用しつつ

訓練の評価を実施するとともに、改善点を明らかにし、必要に応じ、

緊急時のマニュアルの作成、改定に活用するなど原子力防災体制の改

善に取り組む。 

県は、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法の見直しを行う。 

県、氷見市及びその他の市町村は、訓練を実施するにあたり、原子

力規制委員会、北陸電力の協力を受けて作成した、大規模な自然災害

等との複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細

なシナリオに基づき、参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、訓

練開始時間を知らせずに行う訓練、机上において想定事故に対する対

応や判断を試す訓練等の工夫や図上演習の方法論を活用するなど、現

場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫す

る。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意する。 

県、氷見市及びその他の市町村は、訓練を実施するにあたり、当該

訓練の目的、チェックすべき項目、達成レベルを具体的に設定して行

う。また、訓練終了後、国、北陸電力と協力し、専門家も活用しつつ

訓練の評価を実施するとともに、改善点を明らかにし、必要に応じ、

緊急時のマニュアルの作成、改定に活用するなど原子力防災体制の改

善に取り組む。 

県は、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法の見直しを行う。 

 

同上 

  （略）   （略）  

第 19 節 事業所外運搬中の事故に対する防災対策の整備 第 19 節 事業所外運搬中の事故に対する防災対策の整備  

  （略）   （略）  
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旧 新 備考 

第３章 原子力災害応急対策 第３章 原子力災害応急対策  

第 1 節  基本方針 第 1 節  基本方針  

本章は、北陸電力から警戒事象の連絡又は原災法第 10条に基づき

特定事象の通報があった場合の対応及び同法第 15条に基づき原子力

緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示した

ものであるが、これら以外の場合であっても、原子力防災上必要と認

められるときは、本章に示した対策に準じて対応する。 

本章は、情報収集事態、警戒事態又は施設敷地緊急事態が発生した

場合の対応及び全面緊急事態に至ったことにより原災法第 15条に基

づく原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中

心に示したものであるが、これら以外の場合であっても、原子力防災

上必要と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応する。 

防災基本計

画改定 

第２節  情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 第２節  情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保  

県は、国、志賀原発立地県である石川県、北陸電力等から情報収集

し、特定事象、警戒事象又は原子力緊急事態に関する状況の把握に努

めるとともに、把握した情報については分析を行い、必要に応じ、氷

見市及びその他の全市町村に連絡する。 

県は、国、志賀原発立地県である石川県、北陸電力等から情報収集

し、情報収集事態、警戒事態、施設敷地緊急事態又は全面緊急事態に

関する状況の把握に努めるとともに、把握した情報については分析を

行い、必要に応じ、氷見市及びその他の全市町村に連絡する。 

 

同上 

第１．特定事象等発生情報等の連絡 第１．施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 同上 

  （略）   （略）  

 １ 情報収集事態が発生した場合  

  （１）国からの連絡  

    

 

   原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収

集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及び県、氷見市

等の関係地方公共団体に対して情報提供を行うものとされている。

また、県、氷見市等の関係地方公共団体に対し、連絡体制の確立等

必要な体制とるよう連絡することとされている。 

同上 

  （２）県からの連絡  

    県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事  
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態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等必要な体制をと

る。また、情報収集事態の発生を認知したことについて、氷見市、

その他の全市町村、関係する指定地方公共機関に連絡する。 

（１）北陸電力からの警戒事象（緊急事態区分の「警戒事態」相当）

発生の通報があった場合 

 ２ 警戒事態が発生した場合  

 ①北陸電力の通報   

北陸電力の原子力防災管理者は、原災法第 10条に基づく通報事

象には至ってないものの、その可能性がある事故・故障又はそれに

準じる事故・故障が発生した場合（緊急事態区分の「警戒事態」に

相当する事象（事故・故障等に限る）が発生した場合）は、警戒事

象として、原子力規制委員会に連絡するとともに、県をはじめ官邸

(内閣官房)、志賀原発立地県である石川県、氷見市、関係機関等へ

の連絡に備える。 

  

 ②国の連絡  （１）国からの連絡  

原子力規制委員会は、警戒事象の発生を確認するとともに、原子

力規制委員会原子力事故警戒本部から、関係省庁、県等に対し情報

提供を行う。 

   原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したと

き又は北陸電力により報告された事象が警戒事態に該当すると判

断した場合には、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係

省庁及び県、氷見市等の関係地方公共団体に対して情報提供を行う

ものとされている。また、県、氷見市等の関係地方公共団体に対し、

連絡体制の確立等必要な態勢をとるよう連絡する。 

 

 ③県の連絡  （２）県からの連絡  

県は、国及び北陸電力から通報・連絡を受けた事項について、県

警察、氷見市、その他の全市町村及び報道機関をはじめ関係する指

定地方公共機関に連絡する。 

   県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒事態の

発生を認知した場合には、連絡体制の確立等必要な体制をとる。ま

た、警戒事態の発生を認知したことについて、県警察、氷見市、そ
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の他の全市町村、関係する指定地方公共機関に連絡する。 

（２）北陸電力から特定事象（緊急事態区分の「施設敷地緊急事態」に

相当）発生の通報があった場合 

３ 北陸電力から施設敷地緊急事態発生の通報があった場合 防災基本計

画改定 

  ア北陸電力の通報   （１）北陸電力の通報  

北陸電力の原子力防災管理者は、特定事象発生後又は発生の通報

を受けた場合（緊急事態区分の「施設敷地緊急事態」に相当する事

象が発生した場合）、県をはじめ官邸(内閣官房)、原子力規制委員

会、内閣府（内閣総理大臣）、氷見市、県警察、原子力防災専門官、

氷見警察署、氷見市消防本部及び伏木海上保安部等に対して、直ち

に、「特定事象発生通報」（原子力事業者防災業務計画様式７）を

ファクシミリ等により一斉に送信する。さらに、送信後、直ちに県

をはじめ官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（内閣総理

大臣）、氷見市及び県警察等主要な機関等に対してはその着信を確

認する。なお、県及び氷見市は通報を受けた事象に対する北陸電力

への問い合わせについては簡潔、明瞭に行うよう努める。 

北陸電力の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態発生後又は発

生の通報を受けた場合、県をはじめ官邸(内閣官房)、原子力規制委

員会、内閣府、氷見市、県警察、原子力防災専門官、氷見警察署、

氷見市消防本部及び伏木海上保安部等に対して、直ちに、「特定事

象発生通報」（原子力事業者防災業務計画様式７）をファクシミリ

等により一斉に送信する。さらに、送信後、直ちに県をはじめ官邸

（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、氷見市及び県警察等主

要な機関等に対してはその着信を確認する。なお、県は通報を受け

た事象に対する北陸電力への問い合わせについては簡潔、明瞭に行

うよう努める。 

同上 

イ 国の連絡   （２） 国の連絡  

原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、原子力緊急事

態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象

の今後の進展の見通し等事故情報等について県をはじめ官邸(内閣

官房)、内閣府（内閣総理大臣）、氷見市及び県警察に連絡する。 

原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、原子力緊急事

態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象

の今後の進展の見通し等事故情報等について県をはじめ官邸(内閣

官房)、内閣府、氷見市及び県警察に連絡する。 

 

ウ 県の連絡 （３） 県の連絡  

  （略）   （略）  

エ 原子力防災専門官の確認等 （４） 原子力防災専門官の確認等  

原子力保安検査官等現地に派遣された原子力規制庁の職員は、特 原子力保安検査官等現地に派遣された原子力規制庁の職員は、施  
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定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認し、その結果について、

速やかに原子力防災専門官に連絡することとされ、また、原子力防

災専門官は、収集した情報を整理し、県をはじめ国、指定行政機関、

関係省庁、氷見市等に連絡する。 

設敷地緊急事態発生後、直ちに現場の状況等を確認し、その結果に

ついて、速やかに原子力防災専門官に連絡することとされ、また、

原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、県をはじめ国、指定

行政機関、関係省庁、氷見市等に連絡する。 

防災基本計

画改定 

 ２ 県のモニタリングポストで特定事象発生の通報を行うべき

数値の検出を発見した場合 

 ４ 県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を

行うべき数値の検出を発見した場合 

同上 

（１）国及び北陸電力への連絡等 （１）国及び北陸電力への連絡等  

県は、国及び北陸電力から通報がない状態において、県が設置し

ているモニタリングポストにより特定事象発生の通報を行うべき

数値の検出を発見した場合は、直ちに国の原子力防災専門官に連絡

するとともに、必要に応じ北陸電力に確認を行う。 

県は、国及び北陸電力から通報がない状態において、県が設置し

ているモニタリングポストにより施設敷地緊急事態発生の通報を

行うべき数値の検出を発見した場合は、直ちに国の原子力防災専門

官に連絡するとともに、必要に応じ北陸電力に確認を行う。 

 

同上 

（２）原子力防災専門官の確認等 （２）原子力防災専門官の確認等  

 （略）  （略）  

第２．応急対策活動情報の連絡 第２．応急対策活動情報の連絡  

 １ 特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡  １ 施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の

連絡 

同上 

 （１） 北陸電力の通報連絡  （１） 北陸電力の通報連絡  

北陸電力の原子力防災管理者は、特定事象の発生の通報を行った

場合には、直ちに原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な

応急対策を行い、県をはじめ官邸(内閣官房)、原子力規制委員会、

内閣府、氷見市、県警察、原子力防災専門官、氷見警察署、氷見市

消防本部、伏木海上保安部、国の関係省庁事故対策連絡会議及び現

地事故対策連絡会議に対して、発電所の応急対策の概要、発電所の

状況、被害の状況等を定期的に「応急措置の概要」（原子力事業者

北陸電力の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態の発生の通報

を行った場合には、直ちに原子力災害の発生又は拡大の防止のため

に必要な応急対策を行い、県をはじめ官邸(内閣官房)、原子力規制

委員会、内閣府、氷見市、県警察、原子力防災専門官、氷見警察署、

氷見市消防本部、伏木海上保安部、国の関係省庁事故対策連絡会議

及び現地事故対策連絡会議に対して、発電所の応急対策の概要、発

電所の状況、被害の状況等を定期的に「応急措置の概要」（原子力

同上 
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防災業務計画様式９）により通報連絡する。北陸電力は、放射性物

質の放出状況（量、組成、継続時間等）に関する詳しい情報が得ら

れない場合も、得られた情報は速やかに各機関に連絡する。 

なお、県及び氷見市は通報を受けた事象に関する北陸電力への問

い合わせについては、簡潔、明瞭に行うよう努める。 

事業者防災業務計画様式９）により通報連絡する。北陸電力は、放

射性物質の放出状況（量、組成、継続時間等）に関する詳しい情報

が得られない場合も、得られた情報は速やかに各機関に連絡する。 

なお、県は通報を受けた事象に関する北陸電力への問い合わせに

ついては、簡潔、明瞭に行うよう努める。 

 （２）～（４）  （２）～（４）  

（略） （略）  

３ 原子力緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急

活動情報、被害情報等の連絡） 

３ 全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急活

動情報、被害情報等の連絡） 

同上 

 （１） 北陸電力の通報連絡  （１） 北陸電力の通報連絡  

北陸電力の原子力防災管理者は、通報に係る事象が原子力緊急事

態（緊急事態区分の「全面緊急事態」に相当する事象）に至った場

合は、原子力事業者防災業務計画（第３章第３節（１））に基づき、

直ちに「原災法第 15条第１項の基準に達したときの報告様式」（原

子力事業者防災業務計画様式 11）により、県をはじめ官邸(内閣官

房)、原子力規制委員会、内閣府、氷見市、県警察、原子力防災専

門官、氷見警察署、氷見市消防本部、伏木海上保安部、原子力災害

合同対策協議会等に対して、通報連絡する。 

北陸電力の原子力防災管理者は、通報に係る事象が       

          全面急事態         に至った場

合は、原子力事業者防災業務計画（第３章第３節（１））に基づき、

直ちに「原災法第 15条第１項の基準に達したときの報告様式」（原

子力事業者防災業務計画様式 11）により、県をはじめ官邸(内閣官

房)、原子力規制委員会、内閣府、氷見市、県警察、原子力防災専

門官、氷見警察署、氷見市消防本部、伏木海上保安部、原子力災害

合同対策協議会等に対して、通報連絡する。 

同上 

 （２）オフサイトセンターにおける情報収集  （２）オフサイトセンターにおける情報収集  

原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生したと判断した場合

は、直ちに県、関係省庁及び指定行政機関に連絡を行う。 

県及び氷見市は、国の原子力災害現地対策本部、立地県である石

川県、指定公共機関、指定地方公共機関、北陸電力及びその他関係

機関とともに、オフサイトセンターにおいて、施設の状況の把握、

原子力規制委員会は、全面緊急事態が発生したと判断した場合

は、直ちに県、関係省庁及び指定行政機関に連絡を行う。 

県及び氷見市は、国の原子力災害現地対策本部、立地県である石

川県、指定公共機関、指定地方公共機関、北陸電力及びその他関係

機関とともに、オフサイトセンターにおいて、施設の状況の把握、

同上 



- 54 - 

旧 新 備考 

モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退

避状況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員を配置することによ

り、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事

態応急対策について必要な調整を行う。 

モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退

避状況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員を配置することによ

り、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事

態応急対策について必要な調整を行う。 

 （３）オフサイトセンターにおける情報提供  （３）オフサイトセンターにおける情報提供  

県及び氷見市は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、県

が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を

随時連絡するとともに、派遣職員は、国の原子力災害対策本部に連

絡する。 

県及び氷見市は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、県

が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を

随時連絡するとともに、派遣職員は、国の原子力災害対策本部に連

絡する。 

なお、原子力防災専門官等現地に派遣された国の職員は、オフサ

イトセンターにおいて、必要な情報の収集・整理を行うとともに、

県、氷見市等の市町村をはじめ、北陸電力、関係機関等の間の連絡

・調整等を引き続き行うこととされている。 

 

 

 

 

防災基本計

画改定 

第３．一般回線が使用できない場合の対処 第３．一般回線が使用できない場合の対処  

（略） （略）  

第３節  活動体制の確立 第３節  活動体制の確立  

第１．県の活動体制 第１．県の活動体制  

 １ 初動体制の確立  １ 初動体制の確立  

 （１）災害対策本部等の設置基準及び動員体制  （１）災害対策本部等の設置基準及び動員体制  
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体   制 設 置 基 準 動 員 対 象 職 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・石川県において、震

度６弱以上の地震が

発生したとき 

・石川県において、大

津波警報が発令され

たとき 

・原子力規制委員会原

子力事故警戒本部が

設置されたとき 

（緊急事態区分の「警

戒事態」に相当する

事象が発生した場

合） 

・発電所に事故が発生

し、警戒体制をとる

必要があると危機管

理監が認めたとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災・危機管理課  

消防課 

 

医務課 

健康課 

くすり政策課   

環境保全課 

環境科学センター 

広報課 

県警察本部警備課 

・その他関係課は、所要

人員をもって、主とし

て情報連絡活動にあた

り、状況によって、速

やかに災害警戒本部体

制に移行しうる体制 

体   制 設 置 基 準 動 員 対 象 職 員  

情報収集体

制 

 

 

 

 

 

 

・情報収集事態の発生

を認知した場合 

・原子力規制委員会か

ら情報収集事態が発

生したことの連絡が

あったとき 

・情報収集体制をとる

必要があると危機管

理監が認めたとき 

 

防災・危機管理課  

消防課 

環境保全課 

環境科学センター 

広報課 

県警察本部警備課 

 

警戒体制 ・          

          

        

・          

           

     

・警戒事態の発生を認

知した場合 

・原子力規制委員会か

ら警戒事態が発生し

たことの連絡があっ

たとき 

・発電所に事故が発生

し、警戒体制をとる

必要があると危機管

理監が認めたとき 

 

防災・危機管理課  

消防課 

 

医務課 

健康課 

くすり政策課    

環境保全課 

環境科学センター 

広報課 

県警察本部警備課 

・その他関係課は、所要

人員をもって、主とし

て情報連絡活動にあた

り、状況によって、速

やかに災害警戒本部体

制に移行しうる体制 

 

防災基本計

画改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各課若干名 

課員の半数程度 

各課若干名 
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災害警戒本

部 

・特定事象の通報を受

けたとき（緊急事態

区分の「施設敷地緊

急事態」に相当する

事象が発生した場

合） 

・県のモニタリングポ

スト等で特定事象に

該当する放射線量を

観測したとき 

・その他知事が必要と

認めたとき 

防災・危機管理課     

消防課 

 

医務課、健康課      

環境保全課        

環境科学センター 

広報課、管財課、 

生活衛生課、 

くすり政策課、 

農産食品課、農業技術課 

森林政策課、水産漁港課、 

道路課、県立学校課 

小中学校課 

各部局連絡課 

 

・各部の所要人員をもっ

て、災害の状況に応じ

た応急対策活動を実施

し、事態の推移に伴い、

速やかに災害対策本部

体制に移行しうる体制 

災害対策本

部 

・内閣総理大臣が原子

力緊急事態宣言を発

出したとき 

・全職員が登庁し、職員

全体をもって、応急対

策を実施する体制 

・なお、勤務場所に登庁

することが困難な場合

は、県防災行政無線を

設置している最寄りの

災害警戒本

部 

・北陸電力の原子力防

災管理者から施設敷

地緊急事態発生の通

報があったとき 

・原子力規制委員会か

ら施設敷地緊急事態

が発生したことの連

絡があったとき 

・県のモニタリングポ

スト等で施設敷地緊

急事態に該当する放

射線量を観測したと

き 

・その他知事が必要と

認めたとき 

防災・危機管理課     

消防課 

 

医務課、健康課      

環境保全課        

環境科学センター 

広報課、管財課、 

生活衛生課、 

くすり政策課、 

農産食品課、農業技術課 

森林政策課、水産漁港課、 

道路課、県立学校課 

小中学校課 

各部局連絡課 

 

・各部の所要人員をもっ

て、災害の状況に応じ

た応急対策活動を実施

し、事態の推移に伴い、

速やかに災害対策本部

体制に移行しうる体制 

災害対策本

部 

・内閣総理大臣が原子

力緊急事態宣言を発

出したとき 

・全職員が登庁し、職員

全体をもって、応急対

策を実施する体制 

・なお、勤務場所に登庁

することが困難な場合

は、県防災行政無線を

設置している最寄りの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課員全員 

あらかじめ

定められた 

災害対策要員 
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県の機関 

 

 

県の機関 

 

  

 （２）県職員の動員方法  （２）県職員の動員方法  

  （略）   （略）  

 ２ 災害対策本部等の設置  ２ 災害対策本部等の設置  

  （１）情報収集事態対策のための体制（情報収集体制）  

 県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集

事態の発生を認知した場合には、職員を参集させ、情報収集・集

約・伝達及び関係課・関係機関との連絡調整を行うとともに、事

態の推移に応じて警戒体制に移行できるようにする。 

防災基本計

画改定 

 （１）警戒事象対策のための体制（警戒体制）  （２）警戒事態対策のための体制（警戒体制）  

県は、原災法第 10条に基づく通報事象には至ってないものの、

その可能性のある事故・故障又はそれに準じる事故・故障が発生（緊

急事態区分の「警戒事態」に相当する事象が発生）したとの通報を

受けた場合、国（原子力規制委員会、原子力防災専門官、原子力保

安検査官等）、立地県である石川県、氷見市、その他の市町村、防

災関係機関及び北陸電力との連絡を密にし、事故状況等の把握に努

める。また、必要に応じ、災害警戒本部体制に移行できる警戒体制

をとるとともに、氷見市、その他の市町村及び防災関係機関にその

旨を連絡する。 

県は、                          

                              

    国から連絡があった場合など、警戒事態           

の発生を認知した場合、国（原子力規制委員会、原子力防災専門官、

原子力保安検査官等）、立地県である石川県、氷見市、その他の市

町村、防災関係機関及び北陸電力との連絡を密にし、事故状況等の

把握に努める。また、必要に応じ、災害警戒本部体制に移行できる

警戒体制をとるとともに、氷見市、その他の市町村及び防災関係機

関にその旨を連絡する。 

 

  （略）   （略）  

 （２）災害警戒本部の設置等  （３）災害警戒本部の設置等  

  ア 災害警戒本部の設置   ア 災害警戒本部の設置  
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県は、特定事象発生（緊急事態区分の「施設敷地緊急事態」に相

当）の通報を受けた場合、速やかに、職員の非常参集、情報収集連

絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、立地県である石川

県、氷見市、その他の市町村及び北陸電力等関係機関と密接な連携

を図りつつ、必要に応じ、災害警戒本部体制をとる。 

県は、               施設敷地緊急事態発生  

    の通報を受けた場合、速やかに、職員の非常参集、情報収集連

絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、立地県である石川

県、氷見市、その他の市町村及び北陸電力等関係機関と密接な連携

を図りつつ、必要に応じ、災害警戒本部体制をとる。 

防災基本計

画改定 

  イ 情報の収集   イ 情報の収集  

県は、特定事象発生の通報を受けた場合、原子力防災専門官、北

陸電力等から情報を得るなど国との連携を図りつつ、事故の状況の

把握に努める。 

県は、警戒事態の発生を認知した場合又は施設敷地緊急事態発生

の通報を受けた場合、原子力防災専門官、北陸電力等から情報を得

るなど国との連携を図りつつ、事故の状況の把握に努める。 

原災法等 

  ウ オフサイトセンターの設営準備への協力   ウ オフサイトセンターの設営準備への協力  

県は、警戒事象又は特定事象発生の通報を受けた場合、必要に応

じて、オフサイトセンターの設営準備に協力する。 

県は、警戒事態の発生を認知した場合又は施設敷地緊急事態発生

の通報を受けた場合、必要に応じて、オフサイトセンターの設営準

備に協力する。 

原災法等 

  エ～オ   エ～オ  

  （略）   （略）  

 （３）災害対策本部の設置等  （４）災害対策本部の設置等  

  ア 災害対策本部の設置   ア 災害対策本部の設置  

   （略）    （略）  

  イ 現地災害対策本部の設置   イ 現地災害対策本部の設置  

   （略）    （略）  

  （ア）組織図   （ア）組織図  

    （略）     （略）  

  （イ）業務分掌   （イ）業務分掌  

    現地災害対策本部の職名、担当職及び所掌事務     現地災害対策本部の職名、担当職及び所掌事務  
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     （略）      （略）  

    現地災害対策本部の班名及び所掌事務     現地災害対策本部の班名及び所掌事務  

 

班名 所掌事務 

総務班 １～５ 略 

 

 

６ 災害情報の収集及び伝達に関すること 

７ 関係市町村及び現地防災関係機関との連

絡・調整に関すること 

８ その他現地災害対策本部長が指示する事

項に関すること 

緊急時モニタリ

ング班 

１ 略 

 

 

２ 緊急時モニタリングに関すること 

３ 放射線影響評価解析に関すること 

４ その他現地災害対策本部長が指示する事

項に関すること 

（略） （略） 

  

 

班名 所掌事務 

総務班 １～５ 略 

６ 緊急時モニタリングセンターとの連絡・

調整に関すること 

７ 災害情報の収集及び伝達に関すること 

８ 関係市町村及び現地防災関係機関との連

絡・調整に関すること 

９ その他現地災害対策本部長が指示する事

項に関すること 

緊急時モニタリ

ング班 

１ 略 

２ 緊急時モニタリングセンターとの連絡・

調整に関すること 

３ 緊急時モニタリングに関すること 

４ 放射線影響評価解析に関すること 

５ その他現地災害対策本部長が指示する事

項に関すること 

（略） （略） 
 

 

 

 

指針改定 

 ３ 災害対策本部体制等の解除基準  ３ 災害対策本部体制等の解除基準  

   警戒体制、災害警戒本部及び災害対策本部の解除基準は、概ね次

のとおりとする。 

   警戒体制、災害警戒本部及び災害対策本部の解除基準は、概ね次

のとおりとする。 
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体 制 解  除  基  準 

警戒体制 （略） 

災害警戒本部体制 （略） 

災害対策本部体制 知事が、次の事由により県災害対策本

部を廃止したとき。 

(1)原災法第 15 条第４項の規定に基づ

く原子力緊急事態解除宣言がなされた

とき。 

(2)発電所の事故が収束し、災害応急対

策が完了したとき。 

 

 

 

 

体 制 解  除  基  準 

情報収集体制 （1）発電所に異常がないなど、情報収

集体制をとる必要がなくなったと知事

が認めたとき 

(2)警戒体制に移行したとき 

警戒体制 （略） 

災害警戒本部体制 （略） 

災害対策本部体制 知事が、次の事由により県災害対策本

部を廃止したとき。 

(1)原災法第 15 条第４項の規定に基づ

く原子力緊急事態解除宣言がなされた

とき。 

(2)発電所の事故が収束し、原子力災

害中長期対策が完了した又は対策の必

要がなくなったと認めたとき。 
 

 

防災基本計

画改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語修正 

第２．原子力災害合同対策協議会への出席等 第２．原子力災害合同対策協議会への出席等  

（略） （略）  

第３．専門家の派遣要請 第３．専門家の派遣要請  

県は、特定事象発生の通報がなされた場合、必要に応じ、あらか

じめ定められた手続きに従い、国及び関係機関に対して専門家の派遣

を要請するものとする。 

県は、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、必要に応じ、

あらかじめ定められた手続きに従い、国及び関係機関に対して専門家

の派遣を要請するものとする。 

防災基本計

画改定 

第４．応援要請及び職員の派遣要請等 第４．応援要請及び職員の派遣要請等  

 １ 応援要請  １ 応援要請  

（略） （略）  
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 ２ 職員の派遣要請等  ２ 職員の派遣要請等  

  （略）   （略）  

 ３ 緊急時モニタリング要員の要請等 指針改定 

   緊急時モニタリングの広域化や長期化に備えて、国は、あらか

じめ緊急時モニタリングに関する動員計画を定めることとされて

いる。 

  緊急時モニタリングセンター長は、必要な場合には、原子力災

害対策本部放射線班に対してモニタリング要員の動員を要請する

こととされている。 

 

第５．自衛隊の派遣要請等 第５．自衛隊の派遣要請等  

（略） （略）  

第６．海上保安部への要請 第６．海上保安部への要請  

（略） （略）  

第７．原子力被災者生活支援チームとの連携 第７．原子力被災者生活支援チームとの連携  

国の原子力災害対策本部長は、発電所における放射性物質の大量

放出を防止するための応急措置が終了したことにより、避難区域の拡

大防止がなされたこと及び初動段階における避難区域の住民避難が

概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、原子力災害対

策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省

庁の担当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを設置するこ

ととされている。 

県、氷見市及びその他の市町村は、初動段階における避難区域の

住民避難の完了後の段階において、国が原子力災害対策本部に設置す

る原子力災害被災者支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健

国の原子力災害対策本部長は、発電所における放射性物質の大量

放出を防止するための応急措置が終了したことにより、避難区域の拡

大防止がなされたこと及び初期対応段階における避難区域の住民避

難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、原子力災

害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利

用省庁の担当大臣を長とする原子力被災者生活支援チームを設置す

ることとされている。 

県、氷見市及びその他の市町村は、初期対応段階における避難区

域の住民避難の完了後の段階において、国が原子力災害対策本部に設

置する原子力災害被災者支援チームと連携し、子ども等をはじめとす

 

 

指針改定 

 

 

 

 

同上 
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康管理調査等の推進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な役割

分担の下、汚染廃棄物の処理や除染の推進等を行う。 

る健康管理調査等の推進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な

役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染の推進等を行う。 

第８．防災業務関係者の安全確保 第８．防災業務関係者の安全確保  

（略） （略）  

１．防災業務関係者の安全確保方針 １．防災業務関係者の安全確保方針  

県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動す

る場合には、県災害対策本部（又は現地災害対策本部）及び現場指揮

者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行う。 

県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動す

る場合には、県災害対策本部（又は現地災害対策本部）及び現場指揮

者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の

異常心理下での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意す

るものとする。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能

性のある環境下で作業する場合の防災業務従事者相互の安全チェッ

ク体制を整えるなど安全管理に配意するものとする。 

 

 

指針改定 

２．防護対策 ２．安全対策  

（１）防護資機材の装備 （１）防護資機材の装備  

 県は、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護服、

防護マスク、線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備

等必要な措置を取るよう指示する。 

また、氷見市及びその他の市町村やその他防災関係機関に対して

も、防護服、防護マスク、線量計等の防災資機材の装着及び安定ヨ

ウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する。 

 県は、緊急時モニタリングセンター長と連携し、必要に応じその

管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防護マスク、線量計等の

防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を取るよう

指示する。 

また、氷見市及びその他の市町村やその他防災関係機関に対して

も、防護服、防護マスク、線量計等の防災資機材の装着及び安定ヨ

ウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する。 

指針改定 

（２）防護資機材の調達 （２）防護資機材の調達  

  （略）   （略）  
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３．防災業務関係者の放射線防護 ３．防災業務関係者の放射線防護  

（１）防災業務関係者の防護指標 （１）防災業務関係者の防護指標  

  （略）   （略）  

（２）県職員の被ばく防護と健康管理 （２）県職員の被ばく防護と健康管理  

  （略）   （略）  

（３）被ばく管理と除染 （３）被ばく管理と除染  

  （略）   （略）  

（４）専門医療機関等の協力要請 （４）専門医療機関等の協力要請  

県は、国の緊急時医療本部及び緊急被ばく医療派遣チームと、緊

密な連携のもと被ばく管理を行う。また、必要に応じて専門医療機

関等の協力を得るものとする。 

さらに、県は、放射線防護の要員が不足する場合や高度な判断が

必要な場合には、国(緊急事態宣言発出後は、原子力災害現地対策

本部等)に対し、緊急被ばく医療派遣チーム等の追加派遣要請を行

う。 

県及び緊急時モニタリングセンターは、国の緊急時医療本部及び

被ばく医療に係る医療チームと、緊密な連携のもと被ばく管理を行

う。また、必要に応じて専門医療機関等の協力を得るものとする。 

さらに、県は、放射線防護の要員が不足する場合や高度な判断が

必要な場合には、国(緊急事態宣言発出後は、原子力災害現地対策

本部等)に対し、被ばく医療に係る医療チーム等の追加派遣要請を

行う。 

指針改定 

防災基本計

画改定 

 

 

同上 

 （５）防災業務関係者の安全確保のための資機材の確保  

 県は、応急活動対策を行う県の防災業務関係者の安全確保のため

の資機材を確保するものとする。 

 

（５）情報交換 （６）情報交換  

  （略）   （略）  

第４節．緊急時モニタリング 第４節．緊急時モニタリング  

第１ 緊急時モニタリング体制 第１ 緊急時モニタリング体制  

 １ 緊急時モニタリング班の設置  １ 緊急時モニタリング班の設置  

   県は、災害警戒本部又は災害対策本部を設置した場合は、緊急時    県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒事態の  
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モニタリング班を設置する。 発生を認知した場合に、緊急時モニタリング班を設置する。 

   緊急時モニタリング班は、緊急時モニタリング計画に基づくとと

もに、緊急時モニタリングセンターの一員として、国の指揮の下、

県のモニタリング拠点としての機能を維持しつつ、緊急時モニタリ

ングを実施する。 

 

指針改定 

 ２ 合同対策協議会への職員の派遣  ２ 合同対策協議会への職員の派遣  

  （略）   （略）  

 ３ 緊急時モニタリング班の組織及び業務  ３ 緊急時モニタリング班及び緊急時モニタリングセンターの

組織及び業務 

 

（１）緊急時モニタリング班の組織   

 緊急時モニタリング班の組織は、次のとおりとする。 

 

 緊急時モニタリング班及び緊急時モニタリングセンターの組織及

び業務等については、緊急時モニタリング計画によるものとする。 

 

 

（２）緊急時モニタリング班の業務   

  （略）   

 第２ 初動段階の緊急時モニタリングの実施  第２ 初期対応段階の緊急時モニタリングの実施  

  １ 情報収集事態の環境放射線モニタリング  

 県は、固定観測局等の稼働状況を確認し、異常がある場合には、

代替機の設置や修理等を行い、平常時モニタリングを継続する。 

 

  ２ 警戒事態の環境放射線モニタリング  

県は、国又は北陸電力から警戒事象発生の連絡・通報を受けた場

合には、平常時のモニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の

環境試料）を強化し、結果をとりまとめ、原子力規制委員会、関係省

庁事故対策連絡会議及び現地事故対策会議に連絡する。また、県は、

県は、固定観測局等の稼働状況を確認し、異常がある場合には、

代替機の設置や修理等を行うとともに、平常時モニタリングの強

化を行い、緊急時モニタリングの準備を開始する。また、原子力

規制委員会との連絡手段の確認等を行い、オフサイトセンターに
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原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針等に基づく緊急時モ

ニタリング計画により、緊急時モニタリングに必要な準備を直ちに行

う。 

要員を派遣するなど、必要に応じて、国による緊急時モニタリン

グセンターの立上げ準備に協力する。 

  ３ 施設敷地緊急事態以降の緊急時モニタリング  

  （１）緊急時モニタリングセンターの設置  

 施設敷地緊急事態が発生した場合には、国は、緊急時モニタリ

ングセンターを設置することとされている。 

県は、国による緊急時モニタリングセンターの立上げに、必要

に応じて協力する。 

 

 

   （２）緊急時モニタリング実施計画の策定  

 国は、原子力災害対策指針に基づき、県及び立地県である石川

県の緊急時モニタリング計画を基に、周辺住民の住居の分布及び

地形を考慮に入れ、また、原子力事故の状況及び気象情報や

SPEEDIネットワークシステムをはじめとした大気中拡散計算の

結果等を参考にしつつ、緊急時モニタリング実施計画を策定する

こととされている。 

 

   （３）緊急時モニタリングの実施  

さらに、県は、原子力規制委員会及び北陸電力と連携し、緊急時

モニタリング実施計画※に基づき、初動段階の確実かつ計画的な緊急

時モニタリングを実施する。 

※ 緊急時モニタリング実施計画･･･緊急時モニタリング実施計

画は、原子力規制委員会が、特定事象発生時に、周辺住民の住居の分

布及び地形を考慮に入れ、また、原子力事故の状況及び気象予測や大

県は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの間は、

県が定めた緊急時モニタリング計画に基づき、緊急時モニタリン

グ実施計画が策定された後は、緊急時モニタリング実施計画に基

づいて、緊急時モニタリングセンターの指揮の下、緊急時モニタ

リングを実施する。 
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気中拡散予測の結果等を参考にしつつ策定 

 第３ 緊急時モニタリング実施計画の改定への参画 （４）緊急時モニタリング実施計画の改定への参画  

国の原子力災害対策本部は、初動対応後、必要に応じて、緊急時モ

ニタリングの実施及び支援に関して調整する会議を開催し、緊急時モ

ニタリング実施計画を適宜改定する。 

 

県は、立地県である石川県、関係省庁、北陸電力等とともに、会議

に参画し、改定に協力する。 

国は、発電所の状況、放射線状況及び防護措置の実施状況等

に応じて、緊急時モニタリング計画を策定するものとされてい

る。 

県は、緊急時モニタリングセンターを通じてこの改定に協力

する 

 

 第４ 緊急時モニタリングの実施   

県は、特定事象の通報があった段階で、国の原子力災害対策本部

の総合調整の下、立地県である石川県と連携し、必要な緊急時モニタ

リングを実施する。また、その結果をとりまとめ、国の原子力災害対

策本部に報告し、必要に応じて、関係省庁にも報告する。 

  

 第５ モニタリング結果の共有及び公表  第３ モニタリング結果の共有  

県は、国及び石川県と連携し、モニタリングの結果及びその総合

的な評価を共有する。 

また、県のホームページ上に、富山県環境放射線監視ネットワー

クシステムにより、両県のモニタリング情報を全て表示するなど、連

携した情報提供を行うものとする。 

県は、緊急時モニタリングの結果及びその評価について、氷見市

又はその他の市町村に連絡する。 

緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥当性を確認

し、緊急時モニタリングセンター内、国の原子力災害対策本部及びオ

フサイトセンター放射線班と速やかに結果を共有する。また、原子力

災害対策本部が行ったモニタリング結果の評価等をオフサイトセン

ター内で共有する。 

県は、緊急時モニタリング計画等に沿って、オフサイトセンター

内で共有された結果を関係者間で共有するとともに、その他の市町村

にも連絡する。 

 

 第６ SPEEDI による放射性物質の放出状況の推定                                    

国は、緊急時モニタリング等によって得られた空間放射線量率等                                   第２で

第２ ３（３）で記載済み 
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の値に基づき SPEEDI等の大気中拡散シミュレーションを活用した逆

推定の手法等により、可能な範囲で放射性物質の放出状況の推定を行

う。 

                                    

                                 

      

SPEEDIの

活用を記載 

 第７ 緊急時の公衆の被ばく線量の実測  第４ 緊急時の公衆の被ばく線量の実測  

県は、国（原子力規制委員会、環境省）及び指定公共機関と連携

の上、緊急事態宣言発出後、健康調査・健康相談を適切に行う観点か

ら、発災後一カ月以内を目途に緊急時における放射性ヨウ素の吸入に

よる内部被ばくの把握を行うとともに、速やかに外部被ばく線量の推

計等を行うための行動調査を行う。 

国、指定公共機関、県及び氷見市等の市町村は連携し、原子力緊

急事態宣言発出後、健康調査・健康相談を適切に行う観点から、発災

後一週間以内を目途に緊急時における放射性ヨウ素の吸入による内

部被ばくの把握を、一ヶ月以内を目途に放射性セシウムの経口摂取に

よる内部被ばくの把握を行うとともに、速やかに外部被ばく線量の推

計等を行うための行動調査を行う。 

防災基本計

画 

 第８ 緊急時モニタリング要員及び資機材の確保  第５ 緊急時モニタリング要員及び資機材の確保  

県は、事故の状況によりモニタリング要員や資機材の確保が困難

な場合は、国、市町村、関係機関等に対して、モニタリング要員の派

遣や資機材の提供等を要請し、市町村、関係機関においては、モニタ

リング要員の派遣等の協力を行うものとする。 

県は、事故の状況によりモニタリング要員や資機材の確保が困難

な場合は、市町村、関係機関等に対して、モニタリング要員の派遣や

資機材の提供等を要請し、市町村、関係機関においては、モニタリン

グ要員の派遣等の協力を行うものとする。 

 

第５節  避難等の防護活動 第５節  避難等の防護活動  

 第１ 屋内退避、避難等の防護対策の概念  第１ 屋内退避、避難等の防護対策の概念  

  （略）   （略）  

第２ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 第２ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施  

１．屋内退避又は避難のための勧告又は指示の連絡、確認等 １．屋内退避又は避難のための勧告又は指示の連絡、確認等  

 （１）避難、屋内退避等の防護措置の実施  

県は、特定事象の通報があった場合は、国と連携し、緊急時モニタ

リングを実施し、国に報告する。 

国の原子力災害対策本部は、原子力規制委員会が把握した緊急時モ

 

 

  原子力規制委員会が施設の状況や緊急時モニタリング結果を踏ま
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ニタリング結果等を踏まえて、輸送手段、経路、避難所の確保等の要

素を考慮して屋内退避、避難又は一時移転の判断を行う。 

え、気象情報や SPEEDI ネットワークシステムをはじめとした放射性

物質の大気中拡散計算の結果等を参考にしつつ避難や一時移転に係

る実施の判断を行った上で、国の原子力災害対策本部は、輸送手段、

経路、避難所の確保等の要素を考慮して避難等の指示を行う。 

用語整理 

 ①施設敷地緊急事態発生時  

 県は、施設敷地緊急事態発生時には、国の要請又は独自の判

断により、ＵＰＺ内における屋内退避の準備を行う。 

防災基本計

画改定 

 ②原子力緊急事態宣言発出時  

 県は、全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が原

子力緊急事態宣言を発出し、ＰＡＺ内の避難及び安定ヨウ素剤

の服用等の必要な防護措置について指示した場合は、ＰＡＺ内

の避難の実施にあわせ、国の指示又は独自の判断により、氷見

市に対し、屋内退避の実施やＯＩＬに基づく防護措置の準備を

行うよう要請する。 

また、ＵＰＺ外の市町村に対し、氷見市等が行う防護措置の

準備の協力の要請や、必要に応じて、屋内退避を行う可能性が

ある旨の注意喚起を行う。 

 

   

県は、国からの避難指示を受けて、氷見市及びその他の市町村に対

し、住民等に対する屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指

示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施する。また、住民避

難の支援が必要な場合には氷見市及びその他の市町村と連携し国に

要請する。さらに、知事は、国から指示案を伝達された場合には、当

該指示案に対して速やかに意見を述べる。 

県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的

防護措置を講じるよう指示を受けた場合、緊急時モニタリング結果

や、原子力災害対策指針を踏まえた国の指導・助言、指示及び放射性

物質による汚染状況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいたＯ

ＩＬの値を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、氷見

市及びその他の市町村に対し、住民等に対する屋内退避又は避難のた

防災基本計

画 
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また、国の原子力災害対策本部は、避難及び一時移転の実施にあた

っては、その指示を、県、市町村を通じて住民等に混乱がないよう適

切かつ明確に伝える方策を準備する。 

なお、複合災害の発生等により、国との連絡が取りにくい場合など

には、県及び市町村が独自に避難の必要性の判断を行ったうえで、市

町村が災対法の規定に基づいて、避難指示を出す。 

めの立退きの勧告又は指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を

実施するとともに、住民避難の支援が必要な場合には氷見市及びその

他の市町村と連携し国に要請する。 

 

   （２）国及び県からの指示・助言  

   放射性物質が放出された後は、国は、地方公共団体に対し、緊

急事態の状況により、ＯＩＬに基づき緊急時モニタリングの結果

に応じて地方公共団体が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対

策の実施について、指示、助言等を行うこととされている。国が

指示を行うに当たり、国から事前に指示案を伝達された知事は、

当該指示案に対して速やかに意見を述べる。 

また、県は、市町村から求めがあった場合には、国による助言

以外にも避難指示又は避難勧告の対象地域、判断時期について、

助言する。 

 

防災基本計

画改定 
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 ２ 運送事業者への要請  

  県は、緊急事態応急対策の実施のため緊急の必要があると認める

場合は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対

し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者

の運送を要請する。 

なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機

関が正当な理由がないのに要請に応じないときは、被災者の保護の

実施のために特に必要があるときに限り、当該機関に対し、当該運

送を行うべきことを指示するものとする。 

防災基本計

画改定 

２ 避難に資する情報の提供 ３ 避難に資する情報の提供  

県は、住民等の避難誘導に当たっては、氷見市及びその他の市町村

に協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニング等の場所の所在、

災害の概要、緊急時モニタリング結果や参考となる気象予測及び大気

中拡散予測、その他の避難に資する情報の提供に努めるとともに、こ

れらの情報について、国の原子力災害現地対策本部等に対しても情報

提供する。 

県は、住民等の避難誘導に当たっては、氷見市及びその他の市町村

に協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニング等の場所の所在、

災害の概要、緊急時モニタリング結果や参考となる気象情報及び

SPEEDIネットワークシステムをはじめとした放射性物質の大気中拡

散計算結果、その他の避難に資する情報の提供に努める。 

また、県は、避難やスクリーニング等の場所の所在、災害の概要等

の情報について、国の原子力災害現地対策本部等に対しても情報提供

する。 

 

 

用語整理 

３ 避難状況の確認等 ４ 避難状況の確認等  

  （略）   （略）  

４ 市町村を越えて避難する場合の受入先の市町村との協議 ５ 市町村を越えて避難する場合の受入先の市町村との協議  

  （略）   （略）  

 ６ 家庭動物との同行避難  

   県は、災害の実態に応じて、氷見市及びその他の市町村と連携し、  
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飼い主による家庭動物との同行避難を呼びかけるものとする。 

第３．避難場所 第３．避難所等  

避難等には肉体的・精神的影響が生じることから、一般の住民等は

もとより、自力避難が困難な災害時要援護者等に対して、早い段階か

らの対処や必要な支援の手当てなどについて、配慮する必要がある。

また、避難場所の再移転が必要となる場合も想定し、可能な限り尐な

い移転となるよう、避難場所の事前調整が必要となる。 

避難等には肉体的・精神的影響が生じることから、一般の住民等は

もとより、自力避難が困難な要配慮者に対して、早い段階からの対処

や必要な支援の手当てなどについて、配慮する必要がある。また、避

難 所の再移転が必要となる場合も想定し、可能な限り尐ない移転と

なるよう、避難 所の事前調整が必要となる。 

防災基本計

画改定 

１ 避難及びスクリーニング等の場所の周知徹底等 １ 避難及びスクリーニング等の場所の周知徹底等  

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、必要に応じて、緊急時

に開設する避難場所及びスクリーニング等の場所の住民等に対す

る周知徹底について支援する。また、必要があれば、あらかじめ指

定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認の

上、管理者の同意を得て避難場所として開設することを支援する。

さらに、高齢者等の災害時要援護者等に配慮して、福祉避難所のほ

か、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、

多様な避難場所の確保を支援する。 

県は、氷見市及びその他の市町村に対し、必要に応じて、緊急時

に開設する指定避難場所及びスクリーニング等の場所の住民等に

対する周知徹底について支援する。また、必要があれば、あらかじ

め指定した施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認

の上、管理者の同意を得て避難 所等として開設することを支援す

る。さらに、高齢者等の要配慮者に配慮して、福祉避難所のほか、

民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多

様な避難 所の確保を支援する。 

 

同上 

 

 

 

２ 避難場所等の適切な運営管理に対する支援等 ２ 避難 所等の適切な運営管理に対する支援等  

氷見市及びその他の市町村は、避難所等における正確な情報の伝

達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自

主防災組織等の協力を得ながら必要な体制を整える。 

この際、県は、各避難場所の適切な運営管理を支援する 

氷見市及びその他の市町村は、避難所等における正確な情報の伝

達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自

主防災組織等の協力を得ながら必要な体制を整える。 

この際、県は、各避難 所の適切な運営管理を支援する 

 

 

 

同上 

３ 避難者等の情報の把握及び国への報告 ３ 避難者等の情報の把握及び国への報告  

県は、氷見市及びその他の市町村と連携し、それぞれの避難場所

に収容されている避難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報

県は、氷見市及びその他の市町村と連携し、それぞれの避難 所

に収容されている避難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報

同上 
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告を行う。また、民生委員・児童委員、介護サービス事業者、障害

福祉サービス者等は、災害時要援護者の居場所や安否情報に努め、

把握した情報について県及び市町村に提供するものとする。 

告を行う。また、民生委員・児童委員、介護サービス事業者、障害

福祉サービス者等は、要配慮者の居場所や安否情報に努め、把握し

た情報について県及び市町村に提供するものとする。 

 

防災基本計

画改定 

４ 避難所における生活環境の良好な維持 ４ 避難所における生活環境の良好な維持  

氷見市及びその他の市町村は、県と連携し、避難所における生活

環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。 

避難所の運営に当たっては、市町村は、食事供与の状況、トイレ

の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長

期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活

用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、

保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難

者の健康状態や避難場所の衛生状態の確保に努めるとともに、女性

に適した生活環境となるよう、必要な措置を講じるよう努める。さ

らに、必要に応じ、避難場所における家庭動物のためのスペースの

確保に努める。 

なお、県は、氷見市及びその他の市町村が避難所において実施す

る仮設トイレの早期設置や、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理

等について支援する。 

氷見市及びその他の市町村は、県と連携し、避難所における生活

環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。 

避難所の運営に当たっては、市町村は、食事供与の状況、トイレ

の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長

期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活

用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、

保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策

の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理の状況

など、避難者の健康状態や避難 所の衛生状態の確保に努めるとと

もに、女性に適した生活環境となるよう、必要な措置を講じるよう

努める。さらに、必要に応じ、避難 所における家庭動物のための

スペースの確保に努める。 

なお、県は、氷見市及びその他の市町村が避難所において実施す

る仮設トイレの早期設置や、清掃、し尿及びごみの収集処理等につ

いて支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

同上 

５ 避難者への心身のケア ５ 避難者への心身のケア  

県、氷見市及びその他の市町村は、国（厚生労働省）と連携し、

避難所における被災者が常に良好な衛生状態を保つよう努める。 

避難所の運営に当たっては、避難所における被災者は、生活環境

の激変に伴い、心身双方の健康に不調をきたす可能性が高いため、

県、氷見市及びその他の市町村は、国（厚生労働省）と連携し、

避難所における被災者が常に良好な衛生状態を保つよう努める。 

避難所の運営に当たっては、避難所における被災者は、生活環境

の激変に伴い、心身双方の健康に不調をきたす可能性が高いため、
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市町村は、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の

設置や心のケアを含めた対策を行う。 

特に、高齢者、障害者、子ども等の災害時要援護者の心身双方の

健康状態には配慮を行い、必要に応じ、福祉施設等での受入れ、介

護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団

体等の協力を得つつ、計画的に実施する。 

また、県は、氷見市及びその他の市町村と連携し、避難者の生活

習慣病（口腔ケア含む）の予防、心のケア等のため、保健師等によ

る巡回健康相談等を実施する。 

市町村は、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の

設置や心のケアを含めた対策を行う。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には配慮を行い、必要に応

じ、福祉施設等での受入れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等

を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施

する。 

また、県は、氷見市及びその他の市町村と連携し、避難者の生活

習慣病（口腔ケア含む）の予防、心のケア等のため、保健師等によ

る巡回健康相談等を実施する。 

 

 

防災基本計

画改定 

６ 避難所等の運営における女性の参画の推進 ６ 避難所等の運営における女性の参画の推進  

  （略）   （略）  

７ 旅館やホテル等の活用 ７ 旅館やホテル等の活用  

  （略）   （略）  

８ 安定ヨウ素剤の服用に係る説明及び準備                                 第 7に移行 

  県、氷見市及びその他の市町村は、原子力災害対策指針を踏まえ、

安定ヨウ素剤の予防服用の効果、服用対象者、禁忌等について避難者

へパンフレット等により説明するとともに、安定ヨウ素剤の配布の準

備を行う。 

                                

                                

                                

     

 

９ 応急仮設住宅等の提供等 ８ 応急仮設住宅等の提供等  

  （略）   （略）  

10 応急仮設住宅等の建設等 ９ 応急仮設住宅等の建設等  

  （略）   （略）  

第４．避難手段 第４．避難手段  

  （略）   （略）  



- 74 - 

旧 新 備考 

第５．広域一時滞在 第５．広域一時滞在  

１ 広域一時滞在に係る要請 １ 広域一時滞在に係る要請  

（１）市町村 （１）市町村  

  被災した市町村は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難

の長期化に鑑み、被災市町村の区域外への広域的な避難、及び避難

場所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合におい

て、県内の他の市町村への受入れについては、当該市町村に協議し、

他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し当該都道府

県との協議を要請する。（略） 

  被災した市町村は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難

の長期化に鑑み、被災市町村の区域外への広域的な避難、及び避難 

  所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合におい

て、県内の他の市町村への受入れについては、当該市町村に協議し、

他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し当該都道府

県との協議を要請する。（略） 

 

（２）県 （２）県  

  （略）   （略）  

（３）国 （３）国  

国は、県から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方

公共団体及び当該地方公共団体における被災住民の受入能力（施

設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言する。県は、

市町村から求めがあった場合は、同様の助言を行う。 

国は、県から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方

公共団体及び当該地方公共団体における被災住民の受入能力（施

設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言する。県は、

市町村から求めがあった場合は、同様の助言を行う。 

また、国は、県及び市町村が、被災により自ら広域一時滞在の

ための協議を行うことが不可能な場合において、市町村の行政機

能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要

請を待ついとまがないときは、市町村の要請を待たないで、広域

一時滞在の協議を県及び当該市町村に代わって行うこととされて

いる。 

 

 

 

 

防災基本計

画改定 

２～３ ２～３  

  （略）   （略）  
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第６．避難の際の住民に対するスクリーニングの実施 第６．避難の際の住民に対するスクリーニングの実施  

  （略）   （略） 

 

 

 

 

 

第７．安定ヨウ素剤の予防服用 第７．安定ヨウ素剤の予防服用  

１ 安定ヨウ素剤の予防服用 １ 安定ヨウ素剤の予防服用  

   県は、原子力災害対策指針を踏まえ、氷見市、その他の市町村、医

療機関等と連携して、安定ヨウ素剤の服用にあたっての注意を払った

上で、住民等に対する服用指示等の措置を講じる。 

 

指針改定 

 （１）緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用指示 ※１ 

見出し削除 

  ①国の判断及び指示 ※１見出し 

①⇒（１） 

安定ヨウ素剤の予防服用については、原子力規制委員会が、発電

所の状態や緊急時モニタリング結果等の情報を集約した上で、安定ヨ

ウ素剤の投与指示の一義的な判断を行い、国の原子力災害対策本部を

通じて、県に連絡することとなっている。 

  緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用について

は、原則として、原子力規制委員会がその必要性を判断し、原子力災

害対策本部又は県及び市町村に連絡することとされている。 

 

   ②県及び市町村の役割 ※１見出し 

②⇒（２） 

県は、国の原子力災害対策本部から安定ヨウ素剤の服用の指示が

あった場合は、周辺住民等の放射線防護のため、氷見市やその他の市

  県は、国の原子力災害対策本部からの指示に基づき、又は独自の判

断により、氷見市及びその他の市町村に対して、原則として医師の関

指針改定 

 

※１ 事前配布を実施しない場合 
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町村に対して、住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用を指示する。 

なお、国の原子力災害対策本部に対して安定ヨウ素剤服用の指示

を求める時間の余裕がない場合は、医師の意見を聞いたうえで安定ヨ

ウ素剤の服用を指示する。 

氷見市及びその他の市町村は、県から指示があった場合は、直ち

に住民等に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示する。特にＵＰＺの住

民に対しては、避難や屋内退避の指示がなされた段階で適切な服用が

できるようにする。 

なお、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの健康影響が大人よりも

大きい乳幼児については、優先的な服用をできるようにする。 

与の下で、住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用を指示する。ただ

し、時間的制約等により、医師を立ち合わせることができない場合に

は、薬剤師の協力を求める等、あらかじめ定める代替の手続きによっ

て配布・服用指示を行う。 

氷見市及びその他の市町村は、県からの指示に基づき、又は独自の

判断により、直ちに住民等に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示する。 

なお、放射性ヨウ素による甲状腺被ばくの健康影響が大人よりも大

きい乳幼児については、優先的な服用をできるようにする。 

 

※「医師の関与」とは、安定ヨウ素剤の配布及び服用を行う現場に

医師を立ち会わせ、安定ヨウ素剤を服用させてよいかどうかの判

断、服用に伴う副作用発生時における応急措置や医療機関への搬送

手続きなどの対応を行うことである。 

指針改定 

 （２）事前配布された安定ヨウ素剤の服用指示 事前配布を

行う場合の

み記載 

  ①国の判断及び指示  

  安定ヨウ素剤が事前配布された地域の住民に対して、原則として、

原子力規制委員会がその必要性を判断し、原子力災害対策本部又は

県及び市町村に連絡することとされている。 

本県ではＰ

ＡＺはない

ため、規制

委の判断が

必要 

  ②県及び市町村の役割  
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    県は、原子力災害対策本部の指示に基づき、又は独自の判断によ

り、氷見市に対して、事前配布した地域の住民等へ安定ヨウ素剤の

服用を指示する。 

   氷見市は、県から指示があった場合、又は独自の判断により、事

前配布した地域の住民等に安定ヨウ素剤の服用を指示する。 

 

２ 安定ヨウ素剤服用の留意事項 ２ 安定ヨウ素剤服用の留意事項  

県、氷見市及びその他の市町村は、安定ヨウ素剤の予防服用に当

たっては、副作用や禁忌者等に関する注意を事前に周知するととも

に、次の点について留意する。 

県、氷見市及びその他の市町村は、安定ヨウ素剤の予防服用に当

たっては、副作用や禁忌者等に関する注意を事前に周知するととも

に、次の点について留意する。 

 

・安定ヨウ素剤の服用は、放射性ヨウ素以外の他の放射性核種に

対しては防護効果がないこと。 

 ・（略）  

・安定ヨウ素剤の予防服用は、避難、屋内退避、飲食物摂取制限

等の防護対策とともに講ずる必要があり、安定ヨウ素剤の効果

のみに過度に期待しないこと。また、不注意による誤飲の防止

対策も講じる必要があること。 

・安定ヨウ素剤の予防服用は、その防護効果のみに過度に依存せず、

避難、屋内退避、飲食物摂取制限等の防護措置とともに講ずる必要

があること。また、不注意による経口摂取の防止対策も講じる必要

があること。 

 

・緊急時に投与・服用する場合は、精神的な不安などにより平時

には見られない反応が認められる可能性があること。 

 ・（略）  

・年齢に応じた服用量に留意する必要があること。特に乳幼児に

ついては過剰服用に注意し、服用量を守って投与する必要があ

ること。 

 ・（略）  

※安定ヨウ素剤の予防服用の具体的な手順等については、今後、

国が示す予定の原子力災害対策指針の更なる改定を踏まえて、

そのあり方を検討 

※プルーム通過時に対する防護措置としての安定ヨウ素剤の投与

の判断基準の整備、屋内退避等の防護措置の併用のあり方につ

いては、今後、国が示す予定の原子力災害対策指針の更なる改

定を踏まえて、そのあり方を検討 
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第８．災害時要援護者等への配慮 第８．要配慮者等への配慮  

１ 災害時要援護者等への配慮 １ 要配慮者等への配慮  

県、氷見市及びその他の市町村は、国及び関係機関と協力し、

避難誘導、避難場所での生活に関しては、災害時要援護者及び一時

滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、屋

内退避、避難など、適時適切な防護措置を講ずる必要がある。 

県、氷見市及びその他の市町村は、国及び関係機関と協力し、

避難誘導、避難 所での生活に関しては、要配慮者及び一時滞在者

が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、屋内退

避、避難など、適時適切な防護措置を講ずる必要がある。 

防災基本計

画改定 

（１）災害時要援護者の安全確保 （１）要配慮者の安全確保  

ア 氷見市及びその他の市町村は、あらかじめ作成した災害時要援護

者及びその家族が災害発生時にとるべき行動等に関する災害対策

マニュアル及び個別の避難支援計画に留意し、災害時要援護者の支

援及び救護を行う 

イ 氷見市及びその他の市町村は、自主防災組織等の協力を得ながら

居宅にとり残された災害時要援護者の発見に努め、発見した場合に

は、必要に応じ避難所への誘導を行う。 

ウ 氷見市及びその他の市町村は、災害時要援護者の特性に応じ、携

帯端末等の情報機器を適切に活用するなど、情報伝達手段について

配慮する。 

ア 氷見市及びその他の市町村は、あらかじめ作成した要配慮者及び

その家族が災害発生時にとるべき行動等に関する災害対策マニュ

アル及び個別の避難支援計画に留意し、要配慮者の支援及び救護を

行う 

イ 氷見市及びその他の市町村は、自主防災組織等の協力を得ながら

居宅にとり残された要配慮者の発見に努め、発見した場合には、必

要に応じ避難所への誘導を行う。 

ウ 氷見市及びその他の市町村は、要配慮者の特性に応じ、携帯情報

端末等の情報機器を適切に活用するなど、情報伝達手段について配

慮する。 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

同上・語句

修正 

（２）災害時要援護者の生活支援 （２）要配慮者の生活支援  

 ア 福祉避難所の設置  ア 福祉避難所の設置  

氷見市及びその他の市町村は、災害時要援護者が安心して避難生

活を送ることができるよう、構造や設備等の面を考慮し、社会福祉

施設、介護保険施設などを福祉避難所として指定する。 

氷見市及びその他の市町村は、要配慮者が安心して避難生活を送

ることができるよう、構造や設備等の面を考慮し、社会福祉施設、

介護保険施設などを福祉避難所として指定する。 

防災基本計

画改定 

イ 社会福祉施設への緊急入所 イ 社会福祉施設への緊急入所  

（略） （略）  
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ウ 避難所における相談体制及び情報提供手段の整備 ウ 避難所における相談体制及び情報提供手段の整備  

氷見市及びその他の市町村は、避難所において、被災した災害

時要援護者の生活に必要な物資や人的援助のニーズを把握する

ため、相談体制を整備する。特に、情報の伝達が困難な視聴覚障

害者や車椅子使用者については、手話通訳、移動介護等のボラン

ティアの活用による支援体制を整備する。 

また、視聴覚障害者のための情報提供手段の整備に努める。 

氷見市及びその他の市町村は、避難所において、被災した要配

慮者の生活に必要な物資や人的援助のニーズを把握するため、相

談体制を整備する。特に、情報の伝達が困難な視聴覚障害者や車

椅子使用者については、手話通訳、移動介護等のボランティアの

活用による支援体制を整備する。 

また、視聴覚障害者のための情報提供手段の整備に努める。 

防災基本計

画改定 

エ 災害時要援護者の実態調査とサービスの提供 エ 要配慮者の実態調査とサービスの提供 同上 

氷見市及びその他の市町村は、県の協力を得て、居宅や避難所

において被災した災害時要援護者の実態調査を速やかに行い、保

健・医療・福祉等の関係機関や民間の病院、介護事業者等との連

携のもとに必要なサービスや物資を確保するなど、万全の措置を

講ずる。 

氷見市及びその他の市町村は、県の協力を得て、居宅や避難所

において被災した要配慮者の実態調査を速やかに行い、保健・医

療・福祉等の関係機関や民間の病院、介護事業者等との連携のも

とに必要なサービスや物資を確保するなど、万全の措置を講ず

る。 

 

同上 

２～３ ２～３  

（略） （略）  

第９．学校等施設における避難措置 第９．学校等施設における避難措置  

（略） （略）  

第 10．不特定多数の者が利用する施設における避難措置 第 10．不特定多数の者が利用する施設における避難措置  

（略） （略）  

第 11．警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を上げるための

措置 

第 11．警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を上げるための

措置 

 

（略） （略）  
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第 12．飲食物、生活必需品等の供給 第 12．飲食物、生活必需品等の供給  

１ 飲食物、生活必需品等の供給・分配及び調達に関する留意事項 １ 飲食物、生活必需品等の供給・分配及び調達に関する留意事項  

県、氷見市及びその他の市町村は、関係機関と協力し、被災者の

生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品

等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行う。 

なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化す

ることを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。また、夏季に

は扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等を含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、災害時要援護者のニーズや、男女のニーズの

違い等に配慮する。 

県、氷見市及びその他の市町村は、関係機関と協力し、被災者の

生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品

等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行う。 

なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化す

ることを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。また、夏季に

は扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等を含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者のニーズや、男女のニーズの違い等

に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

防災基本計

画改定 

２～３ ２～３  

（略） （略）  

第６節  治安の確保及び火災の予防 第６節  治安の確保及び火災の予防  

県は、応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における

治安の確保について県警察、消防本部及び伏木海上保安部と協議し、

万全を期すものとする。特に、避難のための立ち退きの勧告又は指示

等を行った地域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関

する情報の提供等を実施し、盗難等の各種犯罪の未然防止に努めると

ともに、国と協力のうえ、応急対策実施区域及びその周辺における火

災予防に努める。 

県は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）

における治安の確保、火災の予防等について県警察、消防本部及び伏

木海上保安部と協議し、万全を期すものとする。特に、避難のための

立退きの勧告又は指示等を行った区域及びその周辺において、パトロ

ールや生活の安全に関する情報の提供等を実施し、速やかな治安の確

保、火災の予防等に努める。 

用語整理 

第７節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 第７節 飲食物の出荷制限、摂取制限等  

飲食物の摂取制限は、飲食物中の放射性核種濃度の測定を行い、

一定以上の濃度が確認された場合に、該当する飲食物の摂取を回避す

ることで経口摂取による内部被ばくの低減を図る防護措置である。ま

飲食物の摂取制限は、飲食物中の放射性核種濃度の測定を行い、

一定以上の濃度が確認された場合に、該当する飲食物の摂取を回避す

ることで経口摂取による内部被ばくの低減を図る防護措置である。  
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た、飲食物の摂取制限を講じる際は、必要に応じて摂取制限が措置さ

れている区域の外から代替となる飲食物を提供することも重要であ

る。 

                                 

                                 

    

第１の２で

記載 

第１．地域生産物の出荷制限、飲食物の摂取制限 第１．地域生産物の出荷制限、飲食物の摂取制限  

緊急事態区分における全面緊急事態においては、経口摂取による

内部被ばくの低減を測るため、飲食物中の放射性核種濃度の測定を行

い、迅速な摂取制限を行うこととされている。 

具体的な飲食物の摂取制限の措置は、空間放射線量率に基づき次

のとおり講じる。 

緊急事態区分における全面緊急事態においては、経口摂取による

内部被ばくの低減を測るため、飲食物中の放射性核種濃度の測定を行

い、迅速な摂取制限を行うこととされている。 

具体的な飲食物の摂取制限の措置は、空間放射線量率に基づき次

のとおり講じる。 

 

１ 一時移転をする地域における摂取制限 １ 一時移転をする地域における出荷制限・摂取制限  

空間放射線量率がＯＩＬ２の値を越える地域を特定し、一時移転

の措置を講じるとともに、当該地域の地域生産物の摂取を制限する。

また、飲食物の放射性核種濃度の測定結果が得られた段階では、ＯＩ

Ｌ６に基づき、飲食物の摂取制限を判断する。 

国は、放射性物質が放出された後、ＯＩＬに基づき、一時移転対

象地域の地域生産物の出荷制限・摂取制限を実施するよう、関係地方

公共団体に指示することとされている。 

県は、国の指示に基づき、当該対象地域において、地域生産物の

出荷制限及び摂取制限を実施する。 

役割の明確

化 

２ 飲食物にかかるスクリーニング基準を超える地域における摂

取制限 

２ 飲食物にかかるスクリーニング基準を超える地域における出

荷制限・摂取制限 

 

空間放射線量率が飲食物に係るスクリーニング基準の値を超える

地域を特定し、飲食物中の放射性核種濃度の測定を開始する。この濃

度測定の結果、放射性核種濃度がＯＩＬ６を超える飲食物が確認され

た場合に、当該飲食物について摂取制限を行う。 

摂取制限の実施に当たっては、緊急時モニタリング結果等の情報

を集約する原子力規制委員会は、まず飲食物中の放射性核種濃度の測

定を行うべき地域について、次に、当該地域における測定結果に基づ

国は、ＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲

食物の放射性核種濃度の測定を行うべき地域を特定し、県における検

査計画・検査実施、飲食物の出荷制限等について関係機関に要請する

とともに、状況に応じて、摂取制限も措置することとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づいた飲食物に係るスクリーニン

グ基準を踏まえ、国からの放射性物質による汚染状況の調査の要請を

受け、又は独自の判断により、飲食物の検査を実施する。 

役割の明確

化 
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く摂取制限の内容について、国の原子力災害対策本部を通じて、県、

関係する市町村に知らせ、連絡を受けた県及び市町村は住民に周知す

る。 

県は、ＯＩＬ６の値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指示

及び指導・助言に基づき、地域生産物の出荷制限、飲食物の摂取制限

等及びこれらの解除について、氷見市及び関係市町村に対し、要請及

び指導・助言を行う。 

 

 

 

また、県は、国の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判断

により、代替飲食物の供給等に配慮しつつ、飲食物の出荷制限、摂取

制限等及びこれらの解除を実施する。 

第８節  緊急輸送活動 第８節  緊急輸送活動  

第１．緊急輸送活動 第１．緊急輸送活動  

（略） （略）  

第９節  救助・救急、消火及び医療活動 第９節  救助・救急、消火及び医療活動  

（略） （略）  

第 10 節．緊急時医療活動 第 10 節．緊急時医療活動  

第１ 原子力災害時の医療体制 第１ 原子力災害時の医療体制  

１ 緊急被ばく医療体制 １ 緊急被ばく医療体制  

県は、災害警戒本部及び災害対策本部を設置した場合は、緊急被

ばく医療体制をとる。 

県は、災害警戒本部及び災害対策本部を設置した場合は、緊急被

ばく医療体制をとる。 

 

２ 合同対策協議会への職員の派遣 ２ 合同対策協議会への職員の派遣  

県は、合同対策協議会医療班に職員を派遣し、連携をとる。 県は、合同対策協議会医療班に職員を派遣し、連携をとる。  

３ 緊急被ばく医療体制の構成及び業務 ３ 緊急被ばく医療体制の構成及び業務  

（１）緊急被ばく医療体制の構成 （１）緊急被ばく医療体制の構成  

緊急被ばく医療体制の構成は、次のとおりとする 緊急被ばく医療体制を次のとおり編成する。 語句修正 

（２）緊急被ばく医療体制における各チームの業務内容 （２）緊急被ばく医療体制における各チームの業務内容  

緊急被ばく医療体制における各チームの業務内容は、次のとお 緊急被ばく医療体制における各チームの業務内容は、次のとお  
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りとする。 りとする。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被ばく医療

機関指定に

伴う変更 

 第２ 被ばく医療活動の実施  

 １ 被ばく医療活動の実施  

 県は、被災地（立地県である石川県）の医療機関と協力し、原

子力災害以外の災害の発生状況等を勘案しつつ、被ばく医療機関

を中心として医療活動を行う。 

その際、災害拠点病院やＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、医療救護班等が

行う災害医療活動と緊密に連携する。 

防災基本計

画 

被ばく医療

機関の指定 

オフサイトセンター 

合同対策協議会医療班 

県災害対策本部 

緊急被ばく医療体制 
厚生部長 

 
企画調整チーム 

放射線医学総合研究所 
広島大学 

（三次被ばく医療機関所在地他） 

被ばく医療チーム 
被ばく医療機関 
（医療機関所在地） 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞチーム 
診断（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ） 

（避難所） 

救護チーム 
一般医療 

（医療機関所在地

・避難所） 

住民等 

オフサイトセンター 

合同対策協議会医療班 

県災害対策本部 

緊急被ばく医療体制 
厚生部長 

 
企画調整チーム 

放射線医学総合研究所 
広島大学 

（三次被ばく医療機関所在地他） 

ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞチーム 
診断（ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ） 

（避難所・スクリー

ニングポイント） 

救護チーム 
一般医療 

（医療機関所在地

・避難所） 

住民等 

被ばく医療チーム 
初期被ばく医療機関 

被ばく医療チーム 
二次被ばく医療機関 
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 ２ 被ばく医療に係る医療チームへの派遣要請  

 県は、必要に応じて、速やかに被ばく医療機関や国に対し、被

ばく医療に係る医療チームの派遣を要請する。 

防災基本計

画改定 

 ３ 被ばく医療に係る医療チーム等の調整  

 県は、県内又は近隣都道府県からの被ばく医療に係る医療チー

ム等の派遣に係る調整を行う。また、活動場所（被ばく医療機関、

救護所、広域搬送拠点等）の確保を図る。 

 

 ４ 地域の基幹医療機関等への協力要請  

 県は、必要と認められる場合は、地域の基幹医療機関に対し、

医師、看護師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医

療機器等の提供を要請する。 

 

第２ 専門機関・原子力災害現地対策本部等との連携 ５ 専門機関・原子力災害対策本部等との連携  

県は、必要に応じて独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行

政法人国立病院機構及び国立大学付属病院を中心に、各医療機関よ

り派遣された医療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チームの

指導を受けるなどにより、国、石川県、氷見市、その他の市町村、

指定地方公共機関、北陸電力等と連携して、災害対応のフェーズに

応じた住民等の汚染検査、除染等を行う。 

また、県は、原子力災害現地対策本部の医療総括責任者（※）の

指示に基づき、汚染や被ばくの可能性のある傷病者の消防機関によ

る搬送、医療機関による受入れを支援する。 

 

※ 医療総括責任者 

原子力災害対策指針においては、国、地方公共団体、医療機関等

県は、必要に応じて独立行政法人放射線医学総合研究所、広島大

学、独立行政法人国立病院機構及び国立大学付属病院を中心に、各

医療機関より派遣された医療関係者等からなる被ばく医療に係る

医療チームの指導を受けるなどにより、国、石川県、氷見市、その

他の市町村、指定地方公共機関、北陸電力等と連携して、災害対応

のフェーズに応じた住民等の汚染検査、除染等を行う。 

また、県は、原子力災害現地対策本部の医療総括責任者（※）の

指示に基づき、汚染や被ばくの可能性のある傷病者の消防機関によ

る搬送、医療機関による受入れを支援する。 

 

※ 医療総括責任者 

原子力災害対策指針においては、国、地方公共団体、医療機関等

 

 

防災基本計

画改定 
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の間の情報交換、連携を円滑に実施するための調整を行う原子力災

害現地対策本部医療班の者とされている。 

医療総括責任者は、災害時には、被ばく医療関係者の支援を受け

つつ、多数の傷病者の搬送先の指示等の対応に当たる責務を担う。 

の間の情報交換、連携を円滑に実施するための調整を行う原子力災

害現地対策本部医療班の者とされている。 

医療総括責任者は、災害時には、被ばく医療関係者の支援を受け

つつ、多数の傷病者の搬送先の指示等の対応に当たる責務を担う。 

第２ 放射線障害専門病院等への搬送 ６ 高度な被ばく医療に対応可能な医療機関等への搬送  

県は、自ら必要と認める場合又は氷見市及びその他の市町村から

被ばく者の放射線障害専門病院等への搬送について要請があった

場合は、消防庁に対し搬送手段の優先的確保などを要請する。 

県は、自ら必要と認める場合又は氷見市及びその他の市町村から

被ばく者の独立行政法人放射線医学総合研究所、広島大学、高度な

被ばく医療に対応可能な医療機関等への搬送について要請があっ

た場合は、消防庁に対し搬送手段の優先的確保などを要請する。 

 

防災基本計

画 

第 11 節  住民等への的確な情報伝達活動 第 11 節  住民等への的確な情報伝達活動  

第１ 住民等への情報伝達活動 第１ 住民等への情報伝達活動  

１～２ １～２  

（略） （略）  

３ 情報提供にあたっての配慮 ３ 情報提供にあたっての配慮  

県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害

の状況、発電所の事故の状況、モニタリングの結果、SPEEDIネッ

トワーク等による放射性物質の拡散予測、安否情報、医療機関等の

情報、飲食物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等の状況、県が

講じている施策に関する情報、交通規制、避難経路や避難場所等周

辺住民に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。な

お、その際、心のケア（メンタルヘルス）並びに災害時要援護者、

一時滞在者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸

住宅への避難者、所在を確認できる広域避難者等に配慮した伝達を

行う。 

県は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害

の状況（発電所の事故の状況、モニタリングの結果、参考としての

気象情報及び SPEEDIネットワークシステムをはじめとした放射性

物質の大気中拡散計算結果等）、農林蓄水産物の放射性物質調査の

結果及び出荷制限等の状況、県が講じている施策に関する情報、交

通規制、避難経路や避難 所等周辺住民に役立つ正確かつきめ細や

かな情報を適切に提供する。なお、その際、心のケア（メンタルヘ

ルス）並びに要配慮者、一時滞在者、在宅での避難者、応急仮設住

宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を確認できる広域避

難者等に配慮した伝達を行う。 

 

 

 

安否情報は

第２に移行 
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旧 新 備考 

４～６ ４～６  

（略） （略）  

第２ 住民等からの問い合わせに対する対応 第２ 住民等からの問い合わせに対する対応  

県、氷見市及びその他の市町村は、国及び関係機関等と連携し、

緊急時には速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話

を備えた総合的な窓口を設置し、人員の配置等体制を確立する。ま

た、住民等のニーズを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を行

う。 

国や立地県である石川県、氷見市、その他の市町村、関係機関等

と連携して、放射線被ばくなど各相談窓口間の関係も密にして、住

民からの問合せ対応や情報受付対応が適時適切にきめ細かく行え

るよう、住民にわかりやすい総合的な相談体制を構築する。 

県、氷見市及びその他の市町村は、国及び関係機関等と連携し、

緊急時には速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話

を備えた総合的な窓口を設置し、人員の配置等体制を確立する。ま

た、住民等のニーズを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を行

う。 

国や立地県である石川県、氷見市、その他の市町村、関係機関等

と連携して、放射線被ばくなど各相談窓口間の関係も密にして、住

民からの問合せ対応や情報受付対応が適時適切にきめ細かく行え

るよう、住民にわかりやすい総合的な相談体制を構築する。 

 

 県は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被

災者等の権利利益を不当に侵害することがないよう配慮しつつ、消

防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措

置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう

努める。 

この場合において、県は、安否情報の適切な提供のために必要と

認めるときは、立地県である石川県、県警察、氷見市等と協力して、

被災者に関する情報の収集に努める。なお、被災者の中に、配偶者

からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがあ

るもの等が含まれる場合は、その加害者に居所を知られることのな

いよう当該被害者の個人情報の管理を徹底するよう努める。 

防災基本計

画 
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旧 新 備考 

第 12 節  自発的支援の受入れ等 第 12 節  自発的支援の受入れ等  

（略） （略）  

第 13 節  行政機関の業務継続に係る措置 第 13 節  行政機関の業務継続に係る措置  

（略） （略） 
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県地域防災計画（原子力災害編）再改定案（第４章）  新旧対照表 

旧 新 備考 

第４章 原子力災害中長期対策 第４章 原子力災害中長期対策  

第１節  基本方針 第１節  基本方針  

（略） （略）  

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 第２節 緊急事態解除宣言後の対応  

（略） （略）  

第３節  環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 第３節  環境放射線モニタリングの実施と結果の公表  

発災後の復旧に向けて、以下の判断等を行うため、県は、原子力緊急

事態解除宣言後、国、立地県である石川県、関係機関及び北陸電力と協

力して環境放射線モニタリングを行い、放射線量及び放射性物質濃度の

経時的な変化を継続的に把握する。 

・避難区域見直し等の判断を行うこと 

・被ばく線量を管理し低減するための方策を決定すること 

・現在及び将来の被ばく線量を推定すること 

また、県は、環境放射線モニタリングの結果を速やかに公表し、その

後、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行する。 

発災後の復旧に向けて、以下の判断等を行うため、県は、原子力緊急

事態解除宣言後、国の統括の下、立地県である石川県、関係省庁及び北

陸電力と協力して環境放射線モニタリングを行い、放射線量及び放射性

物質濃度の経時的な変化を継続的に把握する。 

・避難区域見直し等の判断を行うこと 

・被ばく線量を管理し低減するための方策を決定すること 

・現在及び将来の被ばく線量を推定すること 

また、県は、環境放射線モニタリングの結果を速やかに公表し、その

後、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行する。 

 

第４節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 第４節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定  

（略） （略）  

第５節 各種制限措置等の解除 第５節 各種制限措置等の解除  

（略） （略）  

第６節 放射性物質による環境汚染への対処 第６節 放射性物質による環境汚染への対処  

（略） （略）  

第７節 災害地域住民に係る記録等の作成 第７節 災害地域住民に係る記録等の作成  

（略） （略）  
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旧 新 備考 

第８節 被災者等の生活再建等の支援 第８節 被災者等の生活再建等の支援  

（略） （略）  

第９節  風評被害等の影響の軽減 第９節  風評被害等の影響の軽減  

（略） （略）  

第 10 節  被災中小企業等に対する支援 第 10 節  被災中小企業等に対する支援  

（略） （略）  

第 11 節  心身の健康相談体制の整備 第 11 節  心身の健康相談体制の整備  

（略） （略）  

第 12 節  物価の監視 第 12 節  物価の監視  

（略） （略）  

第 13 節  復旧・復興事業からの暴力団排除 第 13 節  復旧・復興事業からの暴力団排除  

（略） （略）  
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県地域防災計画（原子力災害編）再改定案（第５章）  新旧対照表  

旧 新 備考 

第５章 複合災害対策 第５章 複合災害対策  

第１節  基本方針 第１節  基本方針  

（略） （略）  

第２節 災害事前対策 第２節 災害事前対策  

（略） （略）  

第３節  災害応急対策 第３節  災害応急対策  

第１ 情報の収集・連絡 第１ 情報の収集・連絡  

（略） （略）  

第２ 活動体制の確立 第２ 活動体制の確立  

（略） （略）  

第３ 緊急時モニタリング 第３ 緊急時モニタリング  

１ モニタリングポスト等の稼働状況の確認 １ モニタリングポスト等の稼働状況の確認  

地震・津波等の大規模自然災害や雪害発生時には、県又は市町村

は、モニタリングポスト等の倒壊や電源供給の途絶又は通信施設の

倒壊等がないか稼働状況を確認し、国の原子力災害対策本部等に報

告する。 

地震・津波等の大規模自然災害や雪害発生時には、県又は市町村

は、モニタリングポスト等の倒壊や電源供給の途絶又は通信施設の

倒壊等がないか稼働状況を確認し、緊急時モニタリングセンター、

国の原子力災害対策本部等に報告する。 

 

２ 代替手段による緊急時モニタリングの実施 ２ 代替手段による緊急時モニタリングの実施  

県は、地震・津波等の大規模自然災害や雪害の発生によりモニタ

リングポスト等が機能しない場合は、国の原子力災害対策本部と連

携し、状況に応じて可搬型モニタリングポストやサーベイメータ等

を活用し、緊急時モニタリングを実施する。 

また、大規模自然災害や雪害の発生により、道路等の途絶があっ

た場合には、国による航空機モニタリングの実施を要請する。 

緊急時モニタリングセンターは、地震・津波等の大規模自然災害

や雪害の発生によりモニタリングポスト等が機能しない場合は、状

況に応じて可搬型モニタリングポストやサーベイメータ等を活用

し、緊急時モニタリングを実施する。 

また、大規模自然災害や雪害の発生により、道路等の途絶があっ

た場合には、航空機モニタリングを実施する。 
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旧 新 備考 

また、道路の破損状況やモニタリング要員の参集状況を勘案し、

緊急時モニタリング計画を策定し、国の総合調整の下、緊急時モニ

タリングを実施する。 

緊急時モニタリングセンターは、道路の破損状況やモニタリング

要員の参集状況を勘案し、緊急時モニタリング実施計画を策定す

る。 

３ 応援要請 ３ 応援要請  

県は、モニタリングの資機材や要員に不足が生じる場合又は生じ

る恐れがある場合には、国の原子力災害対策本部、他の都道府県、

北陸電力及び関係機関等に対し要請を行うなど体制の確保を図る。 

緊急時モニタリングセンター長は、モニタリングの資機材や要員

に不足が生じる場合又は生じる恐れがある場合には、国の原子力災

害対策本部放射線班に対し要請を行うなど体制の確保を図る。 

 

第４ 屋内退避、避難収容等の防護活動 第４ 屋内退避、避難収容等の防護活動  

（略） （略）  

第５ 緊急輸送活動 第５ 緊急輸送活動  

（略） （略）  

第６ 緊急時輸送活動 第６ 緊急時輸送活動  

（略） （略）  

第４節  災害中長期対策 第４節  災害中長期対策  

（略） （略）  

 


